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宋
の
国
情
と
皇
帝
権
力

l
は
し
が
き
に
代
え
て
｜

皇
殺
の
地
位
の
（
対
外
的
）
優
越
性

中
央
官
界
に
お
け
る
皇
親

地
方
官
界
に
お
け
る
皇
親

一
、
宋
の
国
情
と
皇
帝
権
力

ー
は
し
が
き
に
代
え
て
！

宋
の
国
情
を
役
と
の
関
連
に
お
い
て
瞥
見
す
る
と
、
東
晋
末
、
役
を
負
担
す
べ
き
民
庶
が
減
少
し
国
歩
は
難
難
を
極
め
た
が
、
劉
裕
（
の
ち

の
宋
の
武
帝
）
が
出
て
、
義
照
土
断
を
め
ぐ
る
諸
政
策
を
通
じ
て
そ
れ
を
改
変
し
役
民
は
大
い
に
増
加
し
た
。
宋
建
国
の
一
基
底
と
し
て
そ
う

し
た
事
情
を
無
視
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
と
こ
ろ
が
、

こ
う
し
た
状
態
は
文
帝
の
元
嘉
二
十
七
年
（
紀
元
四
百
五
十
年
）
以
後
急
変
し
役
民

は
急
速
に
減
少
し
て
行
く
。
文
帝
に
つ
い
で
帝
位
に
即
い
た
孝
武
帝
は
、
役
民
の
減
少

l
国
家
の
有
す
る
得
役
労
働
力
の
減
少
・
国
家
財
政
の

の
不
健
全
さ
に
対
し
数
々
の
対
策
を
講
じ
て
い
る
。
そ
の
一
、
二
の
例
を
挙
げ
る
と
、
資
治
通
鑑
持
↑
店
宋
大
明
元
年
（
紀
元
四
百
五
十
七
年
）

の
条
に
、

劉
宋
の
官
界
に
お
け
る
皇
親

七



劉
宋
の
官
界
に
お
け
る
皇
綴

八．

薙
州
の
統
ぷ
る
所
、
僑
郡
県
多
し
。
刺
史
王
玄
護
上
言
す
ら
く
、

『
儒
郡
県
は
境
土
有
る
無
く
、
新
旧
錯
乱
し
、
租
課
時
な
ら
ず
。
請

ふ

「
皆
土
断
せ
ん
。
」
と
。
』
と
。
秋
、
七
月
、
辛
未
、
詔
し
て
薙
州
の
三
郡
十
六
県
を
井
せ
て
一
郡
と
為
す
。

と
あ
っ
て
、
対
内
的
に
も
対
外
的
に
も
当
時
漸
く
重
要
性
を
増
し
た
薬
州
に
お
い
て
、
刺
史
王
玄
護
が
土
断
を
行
っ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

土
断
断
行
が
役
民
増
加
を
そ
の
一
目
的
と
す
る
の
は
自
ら
明
か
で
あ
る
が
、
そ
の
際
、
資
治
通
鑑
に
続
い
て
、

郡
県
の
流
民
、
属
籍
を
願
は
ず
。
説
言
す
ら
く
、
『
玄
護
一
反
せ
ん
と
欲
す
。
』
と
。
時
に
柳
元
景
（
頼
酬
の
）
、
宗
聾
く
、

二
千
石
た
り
。
声
に
乗
じ
、
皆
、
玄
諜
を
討
た
ん
と
欲
す
。
玄
謀
、
令
を
発
し
て
内
外
要
然
た
ら
し
め
、
以
て
衆
惑
を
解
く
。
使
を
馳
せ

霊
従
多
く
楽
部
の

て
啓
上
し
、
具
に
本
末
を
陳
ぶ
。
上
、
其
の
虚
な
る
を
知
り
、
主
書
呉
喜
ぞ
遣
し
て
之
を
撫
慰
し
、
且
つ
報
じ
て
日
く
、
『
七
十
の
老
公
、

反
し
て
伺
を
か
求
め
ん
と
欲
せ
ん
。
君
臣
の
際
、
以
て
相
保
す
る
に
足
る
。

脚
か
復
た
笑
と
為
し
、

卿
が
眉
頭
を
伸
ぶ
る
の
み
。
』
と
。

玄
謀
、
性
厳
に
し
て
未
だ
響
て
妄
に
笑
は
ず
。
故
に
、
上
、
此
を
以
て
之
に
戯
る
。

と
あ
る
記
事
は
、
玄
護
の
土
断
断
行
が
、
少
な
く
と
も
帝
の
意
を
暗
々
裏
に
察
し
て
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
次
に
資
治
通
鑑

切
手
一
四
宋
大
明
五
年
（
紀
元
四
百
六
十
一
年
）
の
条
に
、

是
の
載
、
詔
し
て
士
族
の
雑
婚
す
る
者
、
皆
、
将
吏
に
補
す
。
士
族
多
く
役
を
避
け
て
逃
亡
す
。
乃
ち
厳
に
之
が
制
を
為
り
、
捕
へ
得
れ

ぱ
即
ち
之
を
斬
る
。
往
往
湖
山
に
奔
質
し
て
盗
賊
と
為
る
。
出
懐
文
諌
む
れ
ど
も
聴
か
ず
。

と
あ
る
。
こ
こ
に
見
え
る
士
の
雑
婚
の
相
手
は
、
胡
三
省
の
い
う
よ
う
な
工
、
商
、
雑
一
戸
で
は
な
く
、
宮
崎
市
定
博
士
の
い
わ
れ
る
よ
う
に
庶

民
で
あ
ろ
う
。
こ
の
記
事
は
孝
武
帝
が
士
庶
の
別
を
厳
に
す
る
意
を
明
示
し
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
は
有
役
の
民
庶
確
保
の
線
に
通
ず
る
。
以

後
も
有
役
の
民
庶
は
減
少
し
国
勢
は
衰
え
る
一
方
で
あ
っ
た
。
役
民
の
減
少
は
主
と
し
て
そ
の
流
亡
と
籍
の
改
変
と
に
よ
っ
て
生
ず
る
が
、
有

役
の
民
庶
の
流
亡
に
関
し
て
見
る
と
、
宋
書
体
一
」
パ
顧
韻
之
伝
に
、

（
顎
之
、
）
山
陰
令
に
遷
る
。
山
陰
の
民
戸
は
三
万
に
し
て
海
内
の
劇
巴
な
り
。
云
云
。



と
あ
り
、
宋
書
境
江
乗
之
伝
に
、

（
乗
之
、
）
復
た
、
出
て
山
陰
令
と
為
る
。
民
戸
三
万
な
り
。
云
云
。

と
あ
り
、
南
斎
書
…
博
畑
一
顧
憲
之
伝
に
見
え
る
憲
之
の
議
の
な
か
に
、

山
陰
の
一
県
は
、
課
戸
二
万
な
り
。
云
云
。

と
あ
る
。
顧
顎
之
、
江
乗
之
が
山
陰
令
と
な
っ
た
の
は
共
に
宋
建
国
か
ら
元
嘉
二
十
六
年
ま
で
の
聞
で
あ
る
。
顧
憲
之
の
議
は
斉
代
に
な
っ
て

行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
民
一
戸
は
士
の
戸
を
含
ま
ず
、

一
方
課
一
円
は
士
の
一
戸
を
含
む
（
即
ち
前
者
は
原
則
的
に
有
役
の
一
戸
で
あ
り
、
後
者
は
無

役
の
戸
を
含
む
）
が
、
右
は
宋
斉
政
権
の
よ
っ
て
立
つ
三
呉
中
の
大
県
た
る
山
陰
県
に
お
い
で
さ
え
も
、
元
嘉
二
十
七
年
以
後
有
役
の
一
戸
数
が

相
当
に
減
少
し
以
て
斉
代
に
及
ん
だ
こ
と
を
示
唆
す
る
で
あ
ろ
う
。
宋
の
孝
武
帝
以
後
、
有
役
た
る
べ
き
民
庶
の
多
く
が
、
籍
を
改
変
し
て
無

役
と
な
っ
た
こ
と
に
関
し
て
は
後
に
ふ
れ
る
が
、
孝
武
帝
以
後
の
役
民
減
少
は
後
者
に
よ
る
場
合
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

以
上
述
べ
た
国
情
は
皇
帝
権
力
の
あ
り
か
た
と
相
関
連
し
て
い
る
。
以
下
そ
れ
に
つ
き
瞥
見
す
る
と
、
唐
の
高
祖
の
と
き
、
男
子
の
冠
や
婦

人
の
警
が
競
っ
て
強
大
に
な
る
と
い
う
流
行
が
生
れ
た
。
そ
こ
で
高
祖
が
そ
の
原
因
を
令
孤
徳
棄
に
問
う
た
と
こ
ろ
、

「
冠
は
人
身
の
上
部
に

あ
る
も
の
で
、
人
君
に
象
る
・
も
の
で
あ
る
。
昔
、
東
晋
の
末
に
は
君
弱
く
し
て
臣
強
し
と
い
っ
た
傾
向
が
あ
っ
た
が
、
江
南
の
風
俗
も
そ
れ
を

反
映
し
て
、
男
女
と
も
上
衣
が
少
さ
く
下
裳
が
大
き
い
服
装
が
流
行
し
た
。
と
こ
ろ
が
宋
の
武
帝
が
即
位
し
て
か
ら
は
、
君
主
の
威
光
が
尊
厳

に
な
り
風
俗
も
ま
た
一
変
し
た
。
現
在
の
流
行
は
君
権
の
上
昇
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
」

と
い
う
意
味
の
返
答
を
し
て
い
る
が
、
宋
に

な
る
と
旧
来
と
は
う
っ
て
変
っ
た
強
大
な
皇
帝
権
力
が
出
現
す
る
。

こ
れ
は
五
等
開
国
爵
に
関
し
て
も
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
元
来
こ
れ
は

晋
帝
統
司
馬
民
が
旧
来
の
身
分
の
体
系
を
制
度
的
に
再
確
認
す
る
も
の
と
し
て
造
り
出
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
宋
皇
帝
は
、
宋
朝
成
立
と
と
も

に
こ
れ
に
対
し
（
そ
う
し
た
萌
芽
が
す
で
に
そ
れ
以
前
に
あ
っ
た
と
は
い
え
、
）
自
己
に
対
す
る
能
力
の
体
系
、
勲
功
の
体
系
と
し
て
の
性
格
を

濃
厚
に
帯
び
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
南
朝
に
お
け
る
皇
帝
権
力
の
強
佑
は
す
で
に
趨
翼
が
実
例
を
引
い
て
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る

劉
宋
の
官
界
に
お
け
る
皇
親
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劉
宋
の
宮
界
に
お
け
る
皐
親
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が
、
か
れ
の
見
解
は
久
し
く
顧
み
ら
れ
ず
む
し
ろ
そ
れ
と
相
反
す
る
見
解
が
支
配
的
で
あ
っ
た
。
近
来
、
南
朝
の
成
立
が
再
び
皇
帝
権
力
の
強

佑
と
し
て
理
解
さ
れ
か
け
た
が
、
筆
者
も
そ
う
し
た
立
場
に
立
っ
て
南
朝
の
皇
帝
と
中
央
官
僚
貴
族
と
の
関
係
を
概
観
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

も
っ
と
も
、
同
稿
は
不
充
分
な
も
の
で
将
来
改
補
す
る
つ
も
り
で
あ
る
が
、
今
次
の
一
点
だ
け
を
補
説
し
て
お
く
。
そ
れ
は
宋
皇
帝
の
皇
帝
と

し
て
の
有
能
さ
に
つ
い
て
で
あ
る
。
武
帝
、
少
帝
、
文
帝
、
孝
武
帝
、
前
廃
帝
、
明
帝
、
後
廃
帝
、
順
帝
の
八
帝
の
う
ち
、
少
帝
の
在
位
は
ニ

年
一
月
、
前
廃
帝
は
一
年
六
月
、
後
廃
帝
は
五
年
三
局
、
順
帝
は
一
年
九
月
、
計
一

O
年
七
月
と
な
る
。
宋
朝
は
五
八
年
一

O
月
続
い
て
い
る

が
、
右
の
よ
う
に
計
算
す
る
と
そ
の
大
部
分
は
武
帝
、
文
帝
、
孝
武
帝
、
明
帝
の
在
位
期
間
と
な
る
。
こ
の
四
帝
の
う
ち
武
帝
が
中
央
官
僚
を

強
力
に
支
配
す
る
に
足
る
能
力
を
備
え
て
い
た
の
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
文
帝
、
孝
武
帝
、
明
帝
の
三
帝
も
、
そ
の
即
位
の
こ
ま
か
い
事
情

及
ぴ
個
人
的
性
格
に
か
な
り
の
差
は
あ
る
が
、
す
べ
て
在
位
中
、
帝
系
の
代
表
者
と
し
て
中
央
官
僚
層
を
強
力
に
支
配
す
る
に
足
る
能
力
を
備

え
て
い
た
と
い
え
る
。
こ
う
し
た
事
実
は
宋
皇
帝
の
中
央
官
僚
支
配
を
相
当
に
徹
底
さ
せ
る
に
与
っ
て
力
あ
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

ぃ
。
ち
な
み
に
、
少
帝
は
無
能
昏
愚
の
年
少
者
で
中
央
官
僚
層
を
恐
れ
さ
せ
る
よ
う
な
行
動
は
し
て
い
な
い
が
、
孝
武
帝
の
後
に
立
っ
た
前

廃
帝
、
明
帝
の
後
に
立
っ
た
後
廃
帝
が
た
と
え
一
時
的
で
あ
っ
た
と
し
て
も
暴
虐
を
ほ
し
い
ま
ま
に
な
し
え
た
際
、
そ
れ
ぞ
れ
前
帝
の
中
央
官

僚
支
配
の
強
度
さ
の
残
存
と
い
う
こ
と
を
無
視
出
来
ぬ
で
あ
ろ
う
。
（
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
際
、
皇
帝
の
強
力
な
中
央
官
僚
支
配
を
許
し
た
別
の

諸
条
件
が
そ
こ
に
も
存
し
て
い
た
こ
と
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
が
。
）

と
こ
ろ
で
、
宋
代
に
お
け
る
皇
帝
権
力
の
強
佑
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
中
央
官
界
に
限
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
中
央
官
界
に
お
い
て
も
孝
武

帝
の
と
き
以
後
、
皇
帝
権
力
の
旧
来
の
よ
う
な
強
大
さ
の
維
持
が
、
国
力
の
衰
退
に
も
か
か
わ
ら
ず
意
図
さ
れ
て
い
る
為
、
そ
れ
は
異
常
な
様

相
（
特
殊
な
専
制
政
治
形
態
）
を
帯
び
る
に
至
っ
て
い
る
。

一
方
、
地
方
官
界
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
が
在
地
豪
族
勢
力
の
も
つ
自
律
的
独
立
的

勢
力
の
糾
合
さ
れ
た
場
で
あ
る
だ
け
に
、
初
か
ら
中
央
官
界
に
比
し
て
皇
帝
権
力
の
浸
透
は
微
々
た
る
も
の
で
あ
っ
た
。
豪
族
勢
力
は
義
照
土

断
の
際
も
決
し
て
一
掃
さ
れ
た
の
で
は
な
く
隠
然
た
る
勢
力
は
そ
の
ま
ま
宋
一
代
を
通
じ
温
存
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
を
本
籍
地
長
官
任
用
に
み



・．

て
み
よ
う
。
武
帝
の
と
き
劉
懐
慎
は
徐
州
刺
史
に
、
文
帝
の
と
き
誼
倫
之
は
徐
州
刺
史
に
任
ぜ
ら
れ
、
ま
た
、
孝
武
帝
の
と
き
顧
環
が
呉
郡
太

守
に
、
孔
季
恭
が
会
稽
太
守
に
、
孝
武
帝
の
と
き
及
び
明
帝
の
と
き
に
顧
観
之
が
呉
郡
太
守
に
、
明
帝
の
と
き
及
ぴ
後
廃
帝
の
と
き
に
張
永
が

呉
郡
太
守
に
、
そ
れ
ぞ
れ
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
任
命
は
皇
帝
権
力
の
弱
佑
と
相
応
ず
る
も
の
で
、
そ
れ
は
皇
帝
が
そ
う
し
た
被
任
命

者
の
各
地
縁
社
会
に
お
け
る
優
位
を
認
め
、
か
れ
ら
に
そ
の
も
つ
治
安
維
持
力
、
軍
事
的
機
能
の
発
揮
を
期
待
す
る
と
乙
ろ
に
生
ず
る
。
乙
れ

は
同
時
に
、
皇
帝
が
か
れ
ら
の
も
つ
豪
族
的
勢
力
の
強
化

l
役
の
対
象
た
る
べ
き
民
庶
の
そ
の
色
と
へ
の
流
入
を
含
む
ー
を
認
め
ぎ
る
を
え

な
か
っ
た
こ
と
巻
物
語
っ
て
い
れ
v

と
こ
ろ
で
、
宋
書
鴇
一
王
弘
伝
に
、
「
弘
、
叉
、
上
言
す
ら
く
、
『
旧
制
、
民
年
十
三
よ
り
半
一
伎
に
し
て
、

十
六
に
至
れ
ば
、
会
役
な
り

0

・
・
・
・
今
、
皇
化
惟
れ
新
に
、
四
万
無
事
な
り
。
役
召
の
応
、
消
息
に
存
す
。
十
五
よ
り
十
六
に
至
る
。
宜
し
く

（
乙
れ
を
）
半
丁
と
為
す
べ
し
。
十
七
を
全
（
丁
）
と
為
す
べ
し
。
』
と
。
之
に
従
ふ
。
」
と
あ
る
。
こ
の
旧
制
と
は
少
な
く
と
も
酉
晋
以
来
の

－
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ほ
ぼ
元
嘉
三
年
（
紀
元
四
百
二
十
六
年
）
ご
ろ
か
ら
同
八
年
（
紀
元
四
百
三
十
一
年
）
と
ろ
ま
で
の
閣
の
こ
と
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
宋
書
論
文
帝
本
紀
、
元
嘉
十
七
年
（
紀
元
四
百
四
十
年
〉
十
一
月
の
条
を
見
る
と
、
「
丁
亥
、
詔
し
て
日
く
、
『
：
：
：
役
召
の

品
、
遂
に
稚
幼
に
及
ぶ
。
諸
の
此
の
如
き
の
比
、
治
を
傷
け
民
を
害
す
。
自
今
、
戚
く
法
令
に
依
り
、
務
め
て
優
允
を
尽
せ
。
如
し
、
便
な
ら

ぎ
る
有
れ
ば
、
即
ち
事
に
依
っ
て
、
別
に
言
せ
。
云
云
。
』
と
。
」
と
あ
る
。
元
嘉
の
三
年
か
ら
十
七
年
ま
で
の
聞
に
と
く
に
大
き
い
動
乱

l
役

の
増
発
は
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
十
七
年
の
右
に
見
え
る
よ
う
な
実
情
が
馴
致
さ
れ
た
一
因
と
し
て
、
豪
族
勢
力
の
依
然
た

る
強
大
き
と
関
連
し
て
の
役
民
減
少
を
考
え
る
の
は
強
ち
無
理
で
は
な
か
ろ
う
。
果
し
て
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
、
す
で
に
二
十
七

年
を
ま
た
ず
、
地
方
官
界
に
お
い
て
、
皇
帝
権
力
が
豪
族
勢
力
と
の
関
係
に
お
い
て
一
段
と
弱
化
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
と
い

若
山
ト
？
っ
。

先
に
、
右
の
実
情
に
お
い
て
宋
皇
帝
が
皇
親
を
官
僚
と
し
て
ど
の
よ
う
に
遇
し
ま
た
そ
れ
に
ど
の
よ
う
な
期
待
を
か
け
た
か
を
考
察
し
た
論

考
を
編
し
た
が
、
余
り
に
も
大
部
の
色
の
と
な
っ
た
為
、
こ
こ
に
ま
ず
そ
の
摘
要
を
発
表
す
る
次
第
で
あ
る
。

劉
宋
の
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－
な
お
、

3
・
き
に
東
洋
史
研
究
第
十
三
巻
第
六
号
に
発
表
し
た
一
ぺ
典
範
考
」
は
、
・
発
表
の
順
序
が
逆
に
な
っ
た
が
、
本
来
、
そ
の
論
考
の
一
補

論
を
な
す

ιの
で
あ
る
。
．

皇
親
の
地
位
の
（
対
外
的
）
優
越
性

宋
書
謹
察
廓
伝
に
、
楊
州
刺
史
塵
陵
王
義
真
の
朝
堂
の
班
次
に
関
し
て
の
記
事
が
あ
る
。
長
文
で
あ
る
が
必
要
部
分
を
左
に
記
す
と
、

（
侍
）
亮
、
〈
察
V

廓
に
書
を
与
へ
て
日
く
、
『
楊
州
は
自
ら
応
に
刺
史
の
服
を
著
す
べ
し
。
然
れ
ど
も
、
謂
ふ
、
「
坐
起
班
次
、
応
に
朝
堂
諸

官
の
上
に
在
る
べ
し
。
」
と
。
足
下
、
誠
に
更
に
之
を
尋
ね
よ
。
詩
の
序
に
云
ふ
、
「
王
姫
、
諸
侯
に
下
り
按
す
。
衣
服
礼
秩
、
其
の
夫
に

係
ら
ず
、
王
后
に
下
る
こ
と
一
等
な
り
。
」
と
。
玉
姫
、
王
后
に
下
る
こ
と
一
等
な
り
と
い
ふ
を
推
さ
ば
、

則
ち
皇
子
、

居
然
と
し
て
王

公
の
上
に
在
り
。
陸
士
衡
が
起
居
注
に
、
「
式
乾
殿
に
、
諸
皇
子
を
集
む
。
悉
く
三
司
の
上
に
在
り
。
」
と
。
今
、
抄
疏
す
る
こ
と
別
の
如

し
。
叉
、
海
西
即
位
す
。
赦
文
に
太
宰
武
陵
王
第
一
、
撫
軍
将
軍
会
稽
王
第
二
、
大
司
馬
第
三
な
り
。
大
司
馬
の
位
は
既
に
最
高
な
り
。

叉
、
都
督
中
外
な
り
。
市
る
に
次
は
ニ
王
の
下
に
在
り
。
量
に
皇
子
に
下
る
に
非
ず
や
。
比
の
文
、
今
に
具
に
在
り
。
永
和
中
、
察
公
、

司
徒
、
司
馬
為
り
。
簡
文
、
撫
軍
、
開
府
為
り
。
対
し
て
朝
政
を
録
す
。
察
、
正
司
為
り
。
応
に
反
っ
て
儀
聞
の
下
に
在
る
べ
か
ら
ず
。

而
れ
ど
も
、
時
に
位
次
、
相
王
、
前
に
在
り
、
察
公
、
之
に
次
す
。
諸
例
甚
だ
多
し
。
復
た
具
に
疏
す
る
能
は
ず
。
楊
州
反
っ
て
乃
ち
卿

君
の
下
に
居
る
。
恐
ら
く
は
此
れ
礼
を
失
せ
ん
。
宜
し
く
之
を
改
む
べ
き
か
。
』
と
。
廓
、
答
へ
て
目
く
、
『
楊
州
の
位
、
卿
君
の
下
に
居

る
。
常
に
惟
れ
疑
と
す
。
然
れ
ど
も
、
朝
廷
、
位
を
以
て
相
次
し
、
本
封
を
以
て
せ
ず
。
復
た
、

明
文
に
「
皇
子
、
殊
礼
を
加
ふ
。
」
と

云
ふ
無
し
。
斉
献
王
、
腰
騎
為
り
。
孫
秀
、
来
り
降
る
。
武
帝
、
之
を
優
異
せ
ん
と
欲
し
、
秀
を
以
て
標
騎
と
為
す
。
斉
王
を
転
じ
て
鎮

軍
と
為
す
。
腰
騎
の
上
に
在
り
。
若
し
、
足
下
の
言
の
如
く
、
皇
子
、
公
の
右
に
在
ら
使
め
ば
、
則
ち
斉
王
の
本
次
自
ら
尊
し
。
伺
ぞ
鎮

寧
に
改
め
、
腰
舗
の
上
に
在
ら
し
め
ん
や
。
明
に
知
る
、
故
に
、
見
位
に
依
っ
て
次
を
為
す
こ
と
を
。
叉
、
斉
王
、
司
空
為
り
。
買
充
、



太
尉
為
り
。
倶
に
録
尚
書
た
り
。
事
に
署
す
れ
ば
常
に
充
の
後
に
在
り
。
滞
正
叔
、
公
羊
の
事
を
奏
す
。
時
に
三
録
あ
り
。
梁
王
彰
、
衛

将
軍
為
り
。
署
は
太
尉
轍
西
王
泰
、
司
徒
王
玄
沖
が
下
に
在
り
。
（
中
略
）
足
下
、
式
乾
公
王
を
引
く
。
吾
、
謂
ふ
、
「
未
だ
拠
と
為
す
可

か
ら
ず
。
」
と
。
其
れ
、
上
、
式
乾
古
伝
の
中
に
出
づ
と
云
ふ
も
、
彰
域
王
植
、
荷
組
、
滞
岳
、
稽
紹
、

杜
斌
あ
り
て
、
然
る
後
に
、
足

下
疏
す
る
所
の
四
王
を
道
ふ
。
（
四
王
は
）
三
司
の
上
に
在
り
、
（
然
れ
ど
も
、
ま
た
）
反
っ
て
黄
門
郎
の
下
に
も
在
り
。
何
の
義
か
有
る
。

且
つ
、
四
王
の
下
に
は
則
ち
、
大
将
軍
梁
王
彫
、
車
騎
趨
王
倫
と
云
ふ
。
然
る
後
に
、
司
徒
王
戎
と
云
へ
る
の
み
。
梁
、
越
二
王
は
、
亦

た
是
れ
皇
子
な
り
。
属
導
く
し
て
位
斉
る
。
（
然
る
に
、
）
予
章
王
の
常
侍
の
下
に
在
り
。
叉
た
復
た
通
ぜ
ず
。
蓋
し
、
書
家
の
時
事
を
旨

疏
す
る
や
、
必
ら
ず
し
も
其
の
班
次
を
寄
せ
ず
。
式
乾
も
亦
、
是
れ
私
宴
な
り
。
朝
堂
に
異
れ
り
。
今
の
含
章
西
堂
に
、
足
下
、
僕
射
の

下
に
在
り
、
侍
中
、
尚
書
の
下
に
在
る
が
如
き
の
み
。
来
旨
に
又
、
曽
祖
、
簡
文
と
対
録
し
、
位
、
簡
文
の
下
に
在
り
。
と
云
ふ
も
、
吾

家
の
故
事
は
則
ち
然
ら
ず
。
今
、
写
す
乙
と
別
の
如
し
。
王
姫
は
身
に
爵
位
無
し
。
故
に
、
夫
に
従
は
ず
し
て
、
王
女
な
る
を
以
て
尊
と

為
す
を
得
可
し
。
皇
子
、
任
に
出
れ
ば
則
ち
位
有
り
。
位
有
れ
ば
則
ち
朝
に
依
り
、
之
に
班
序
を
示
す
。
唯
だ
泰
和
の
赦
文
を
引
く
。
差

や
言
を
為
す
可
し
。
然
れ
ど
も
、
散
文
の
前
後
は
、
亦
た
参
4
差
と
し
て
不
同
な
り
。
太
宰
は
公
よ
り
上
に
し
て
、
自
ら
応
に
大
司
馬
の
前

に
在
る
べ
し
。
簡
文
、
撫
軍
た
り
と
難
色
、
時
に
巳
に
丞
相
の
殊
礼
を
授
け
ら
る
。
叉
、
中
外
都
督
な
り
。
故
に
本
任
を
以
て
班
と
為
し

た
る
も
の
に
し
て
、
督
中
外
な
る
を
以
て
、
便
ち
公
の
右
に
在
る
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
今
、
護
軍
は
万
伯
を
抱
ぶ
。
而
る
に
、
位
次
、
故

よ
り
持
節
都
替
の
下
に
在
り
。
足
下
、
復
た
之
を
思
へ
。
』
と
。

と
あ
る
。

右
の
論
議
の
行
わ
れ
た
の
は
宋
朝
成
立
直
後
ご
ろ
と
推
定
さ
れ
る
が
、

こ
こ
で
何
故
に
右
の
論
議
が
な
さ
れ
た
の
か
、
ま
た
右
の
論
議
が
ど

よ
う
な
結
果
と
な
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
見
て
行
く
と
、

先
ず
、
右
の
論
議
生
成
の
背
景
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
右
文
中
直
接
関
係
の
な
い
王
姫
の
問
題
を
論
外
と
し
て
そ
の
事
例
を
取
除
く
と
、
右
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二
四

の
論
議
に
引
か
れ
た
諸
事
例

l
（
中
略
）
の
部
分
の
も
の
を
も
含

b
lは
、
そ
う
し
た
事
例
の
生
じ
た
時
代
、
官
僚
と
し
て
の
皇
親
（
以
下
、

「
皇
親
」
と
い
う
）
の
朝
堂
の
班
次
が
そ
の
宮
職
に
従
う
べ
き
で
あ
り
、
現
実
に
「
皇
親
」
が
異
姓
要
宮
の
下
に
あ
る
場
合
を
生
じ
て
い
た
乙

と
を
物
語
る
が
、
そ
う
し
た
事
例
は
す
べ
て
、
皇
帝
権
力
が
弱
ま
り
皇
帝
の
中
央
官
僚
支
配
の
弱
か
っ
た
両
晋
時
時
代
の
も
の
で
あ
る
。
宋
初

皇
帝
権
力
が
旧
に
比
し
て
一
段
と
強
ま
り
皇
帝
の
中
央
官
僚
支
配
の
高
ま
っ
た
の
は
先
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
皇
帝
の
中
央
官
僚
支
配
度
の

強
弱
が
「
皇
親
」
の
朝
堂
の
班
次
に
何
等
か
の
影
響
の
あ
る
の
は
当
然
で
あ
る
が
、

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
宋
初
、

「
皇
親
」
の
朝
堂
の

班
次
が
改
め
て
問
題
と
な
っ
た
の
は
殆
ん
ど
不
可
避
的
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

次
に
こ
の
論
議
の
結
果
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
そ
の
考
察
に
先
立
っ
て
、
侍
亮
と
察
廓
と
の
（
政
治
的
）
立
場
に
相
違
が
あ
っ
た
こ
と
を
瞥
見

し
て
お
乙
ぅ
。
宋
書
博
調
停
亮
伝
に
、
「
永
初
元
年
（
紀
元
四
一

δ
年
）
、
（
亮
、
）
太
子
倉
事
に
遷
る
。
中
書
令
は
故
の
如
し
。
佐
命
の
功
を
以
て
建

城
県
公
、
食
邑
二
千
戸
に
封
ぜ
ら
る
。
入
り
て
中
書
省
に
直
す
。
専
ら
詔
命
を
典
る
。
亮
を
以
て
国
権
を
任
描
せ
し
む
。
省
に
於
て
客
を
見
る

を
聴
す
。
神
虎
門
下
、
毎
日
寸
車
常
に
数
百
両
な
り
。
・
・
此
れ
自
り
後
は
、
受
命
の
表
策
文
語
に
至
る
も
、
皆
亮
の
辞
な
り
。
－
－
一
一
年
（
紀
元
四

百
二
十
一
年
）
、
亮
、
尚
書
僕
射
に
転
ず
。
中
書
令
・
倉
事
は
故
の
如
し
。
明
年
、
高
祖
不
議
な
り
。
徐
義
之
、

班
剣
二
十
人
を
給
せ
ら
る
。
」
と
あ
る
が
、

侍
亮
の
家
系
は
い
わ
ゆ
る
貴
族
（
ほ
ぼ
、

謝
晦
と
、
誼
に
顧
命
を
受
け
、

第
六
品
を
起
家
と
す
る
家
格
以
上
）
に
か
ろ
う
じ
て
入

る
程
度
の
も
の
で
、
家
格
の
漸
く
固
定
化
し
た
当
時
、
そ
の
貴
族
中
の
名
家
に
伍
し
て
の
官
達
は
宋
皇
帝
権
力
の
強
大
佑
に
よ
っ
て
の
み
遥
せ

ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

一
方
、
禁
廓
は
膏
の
司
徒
察
諜
の
曽
孫
に
あ
た
り
、
貴
族
中
で
の
名
流
で
あ
っ
た
。

宋
書
察
廓
伝
を
見
る
に
、

徴

さ
れ
て
吏
部
尚
書
と
為
る
。
廓
、
北
地
の
侍
隆
に
因
り
て
、
侍
亮
に
間
ふ
。
『
選
事
、
若
し
悉
く
以
て
付
せ
ら
る
れ
ば
論
ぜ
ず
。
然
ら
ず
ん
ば
、

拝
す
る
能
は
ざ
る
な
り
。
』
と
。
亮
、
以
て
録
尚
書
事
徐
羨
之
に
語
る
。
羨
之
日
く
、
『
黄
門
郎
以
下
は
、
悉
く
以
て
察
に
委
せ
ん
。
吾
が
徒
、

門
主
己
と
｝

復
た
懐
を
唐
か
ず
。
此
れ
自
り
以
上
は
、
故
に
、
宜
し
く
同
異
を
参
ず
べ
し
。
』
と
。
廓
日
く
、
『
我
、
徐
干
木
の
為
に
、
紙
尾
に
署
す
る
能
は

ぎ
る
な
り
。
』
と
。
遂
に
拝
せ
ず
。
干
木
と
は
羨
之
の
小
字
な
り
。
選
案
の
責
紙
は
、
録
尚
書
と
吏
部
尚
書
と
名
を
連
ぬ
。

故
に
、

廓
、
紙
尾



権
要
に
居
ら
使
む
る
を
欲
せ
ず
。
徒
し
て
調
部
尚
書
と
為
す
。
』
と
あ
る
。

乙
の
記
事
は
、
廓
が
家
格
ー
そ
の
官
達
が
あ
る
程
度
ま
で
自
動
的
に
決
定
さ
れ
る
ー
に
対
す
る
自
負
を
も
ち
、
徐
義
之
の
出
身
l
ほ
ぽ
郡
太
守

に
署
す
と
云
へ
る
な
り
。
羨
之
も
亦
、
廓
が
正
直
な
る
を
以
て
、

程
度
を
家
格
上
で
の
極
官
と
す
る

l
k対
し
麗
視
の
念
を
も
っ
て
い
た
こ
と
、
を
物
語
る
と
同
時
に
、
廓
の
性
格
が
剛
直
で
あ
っ
た
乙
と
、

（
一
面
か
ら
い
え
ば
世
事
に
対
す
る
う
と
さ
が
あ
っ
た
こ
と
、
〉
を
示
し
て
い
る
吃

こ
う
し
た
事
実
を
念
頭
に
お
い
て
、
論
を
本
筋
に
か
え
す

と
、
右
の
朝
堂
の
班
次
に
関
す
る
論
議
の
直
前
に
、

円
時
、
中
書
令
惇
亮
、
任
寄
隆
重
。
学
冠
当
時
。
朝
延
儀
典
、
皆
取
定
於
亮
、
毎
諮
廓
、
然
後
施
行
。
亮
意
若
有
不
問
、
廓
終
不
為
屈
。
u

と
あ
り
、
ま
た
右
の
論
議
の
記
事
は
「
足
下
、
復
恩
之
。
」
で
切
れ
て
、
以
下
は
別
の
記
事
と
な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
右
の
論
議
の
記
事
は

r園、

U

内
の
記
事
の
説
明
の
為
引
用
さ
れ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
か
く
て
、
付
右
の
論
議
は
、
「
皇
親
」
が
朝
堂
の
班
次
に
お
い
て
異
姓
要
官

に
対
す
る
優
越
性
を
確
立
す
る
乙
と
を
目
的
と
し
て
、
惇
亮
（
あ
る
い
は
そ
れ
と
行
き
か
た
を
同
じ
く
す
る
も
の
）
が
提
出
し
た
も
の
で
あ
ろ

う
こ
と
、
凶
侍
亮
の
説
の
根
拠
は
（
当
然
の
乙
と
と
し
て
）
旧
来
の
朝
堂
の
慣
例
に
求
め
ら
れ
た
が
、

乙
れ
は
事
実
を
歪
曲
し
た
も
の
で
あ
っ

た
乙
と
、
日
察
廓
が
そ
の
説
の
非
を
つ
い
た
が
、
結
局
、
侍
亮
の
説
の
よ
う
に
な
っ
た
乙
と
、
〈
換
言
す
れ
ば
察
部
の
反
論
の
有
無
可
否
は
乙

の
際
問
題
と
な
ら
ぬ
も
の
で
、
そ
の
お
ち
つ
く
と
こ
ろ
は
初
か
ら
き
ま
っ
て
い
た
こ
と
、
）
が
理
解
さ
れ
よ
う
。

皇
親
は
ご
く
幼
少
の
と
き
以
来
殆
ん
ど
例
外
な
く
何
ら
か
の
要
官
職
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
い
う
「
皇
親
」
と
は
事

実
上
皇
親
全
体
と
い
う
乙
と
に
な
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
宋
一
代
を
通
じ
て
皇
親
は
中
央
官
界
の
諸
要
職
に
任
ぜ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
数
は
貴
族

の
そ
れ
を
む
し
ろ
乙
え
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
今
、
そ
れ
を
示
す
例
と
し
て
皇
親
の
尚
書
令
、
中
書
監
被
任
命
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
そ
れ
は

尚
書
令
に
あ
っ
て
は
被
任
命
者
総
数
の
四
三
伯
、
（
貴
族
は
三
六
悦
）
、
中
書
に
あ
っ
て
は
同
じ
く
五
六
特
（
貴
族
は
三
三
%
）
と
な
る
伊
ま

た
、
皇
親
は
地
方
官
界
に
お
い
て
も
む
し
ろ
貴
族
を
ζ

え
て
要
官
職
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
州
鎮
長
官
に
つ
い
て
見
る
と
、
宋
主
主

臨
川
王
義
慶
伝
に
、

劉
宋
の
官
界
に
お
け
る
皇
緩

二
五



劉
宋
の
官
界
に
お
け
る
皇
親

一一六

（
元
嘉
）
九
年
（
紀
元
四
百
三
十
二
年
）
、

出
為
使
持
節
都
督
荊
薙
益
寧
梁
南
北
秦
七
州
諸
箪
（
事
）
・
平
西
将
軍
・
荊
州
刺
史
。
荊
州
居

上
流
之
童
、
地
庚
兵
彊
。
資
質
兵
甲
、
居
朝
廷
之
半
。
故
、
高
祖
使
諸
子
居
之
0

・
義
慶
以
宗
室
令
美
、

故
、
特
有
此
授
。
性
謙
虚
、

始

至
及
去
鎮
、
迎
送
物
、
並
不
受
。
・
・
在
州
八
年
、
震
西
土
所
安
。

と
あ
り
、
資
治
通
鑑
識
芯
宋
大
明
元
年
（
紀
元
四
百
五
十
七
年
）
八
月
の
条
に
、

甲
辰
、
徒
司
空
・
南
徐
州
刺
史
寛
陵
王
誕
、
露
南
売
州
刺
史
。
以
太
子
倉
事
劉
延
孫
震
南
徐
州
刺
史
。
初
、
高
祖
遺
詔
、
以
京
口
要
地
、

去
建
康
密
題
、
自
非
宗
室
近
親
、
不
得
居
之
。
延
孫
之
先
、
雄
典
高
祖
同
源
、
市
高
祖
属
彰
域
、
延
孫
属
宮
牒
、
従
来
不
序
昭
穆
。
上
既

命
延
孫
鎮
京
口
。
白
詔
、
典
延
孫
合
族
、
使
諸
王
皆
序
長
幼
。

と
め
る
。
高
祖
武
帝
が
造
語
し
て
宗
室
近
親
を
京
口
に
居
ら
し
め
よ
う
と
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
具
体
的
に
は
そ
れ
を
南
徐
州
刺
史
と
し
て
そ

と
に
鎮
せ
し
め
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
か
く
て
、
武
帝
（
劉
格
）
が
荊
、
南
徐
ニ
大
州
鎮
の
長
官
に
皇
親
を
任
ず
べ
き
を
制
度
佑
し
よ
う
と

し
た
の
が
知
ら
れ
る
。
乙
れ
は
祖
法
と
し
て
ほ
ぼ
守
ら
れ
て
い
る
が
、
以
下
そ
れ
を
具
体
的
に
見
て
行
く
と
、
荊
州
に
あ
っ
て
は
、
宋
代
そ
の

就
任
者
は
、

宜
都
王
善
隆
・
謝
晦
・
彰
城
王
善
康
・
江
夏
王
議
恭
・
臨
川
王
義
慶
・
衡
陽
王
義
季
・
南
諜
王
義
宣
・
朱
街
之
・
臨
海
王
子
預
・
山
陽

王
休
祐
・
巴
陵
王
休
若
・
建
平
王
景
素
・
説
依
之
・
武
陵
王
費
・
粛
疑

の
十
五
名
と
な
る
。
（
再
任
者
を
除
く
。
）
そ
れ
か
ら
宋
末
に
お
け
る
（
斉
室
）
粛
出
揮
を
除
く
と
十
四
名
と
な
る
。
そ
の
う
ち
異
姓
は
謝
晦
、
朱

惰
之
、
訪
日
倣
之
の
三
名
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
資
治
適
鑑

4
1
3木
元
嘉
元
年
（
紀
元
四
百
二
十
四
年
）
六
用
の
条
に
、
「
（
録
尚
書
事
徐
）
義
之

以
へ
ら
く
、
『
荊
州
の
地
は
重
し
。
』
と
。
宜
都
王
（
知
郁
の
）
至
ら
ば
或
は
別
に
人
を
用
ひ
ん
乙
と
を
恐
れ
、
乃
ち
盈
か
に
録
命
を
以
て
、
領
寧
謝

晦
を
除
し
て
、
都
督
荊
湘
等
七
州
・
刺
史
を
行
は
し
め
、
外
に
居
り
て
援
を
為
さ
し
め
ん
と
欲
し
、
精
兵
旧
将
、
悉
く
以
て
之
に
配
す
。
」
と
あ
る

が
、
謝
晦
の
就
任
は
、
徐
蓑
之
、
侍
亮
、
謝
晦
ら
が
少
帝
を
棋
し
た
善
後
策
の
一
と
し
て
録
尚
書
事
徐
之
が
録
命
を
も
っ
て
発
令
し
た
に
基
く



も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
れ
は
例
外
的
な
も
の
で
あ
り
二
般
的
に
異
姓
の
も
の
と
い
え
ば
朱
僑
之
、
説
依
之
の
二
名
に
限
ら
れ
る
。
し
か
し
、

何
れ
に
し
て
も
皇
親
が
そ
の
就
任
率
に
お
い
て
占
め
る
割
合
が
圧
倒
的
に
高
い
の
に
変
り
は
な
い
。
南
徐
州
に
み
つ
て
は
、

長
沙
王
道
憐
・
彰
城
王
義
康
・
江
夏
王
義
恭
・
衡
腸
王
義
季
・
南
議
王
義
宣
・
康
俊
王
誕
・
始
輿
王
溶
・
劉
延
孫
・
新
安
王
子
鷲
・
永
嘉

王
子
仁
・
桂
陽
王
休
範
・
山
陽
王
休
祐
・
巴
陵
王
休
若
・
劉
菜
・
建
平
王
景
素
・
藤
道
成
（
遥
領
）

の
十
六
名
と
な
る
。
（
再
任
者
を
除
く
。
）
こ
の
う
ち
宋
末
に
お
け
る
（
の
ち
の
斉
の
高
帝
）
粛
道
成
を
除
く
と
十
五
名
と
な
る
。
そ
の
十
五
名

中
（
劉
延
孫
を
帝
族
と
す
れ
ば
）
異
姓
は
一
名
も
な
い
。
宋
代
の
大
鎮
は
場
、
荊
、
南
徐
で
あ
る
が
、
揚
州
刺
史
を
見
て
も
そ
の
大
半
は
皇
親

で
あ
る
。

こ
う
し
た
三
鎮
以
外
に
も
宋
一
代
を
通
じ
皇
親
州
鎮
長
官
は
極
め
て
数
多
い
。

以
上
見
た
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
の
皇
帝
と
し
て
の
権
力
、
中
央
官
僚
支
配
を
旧
に
比
し
て
一
段
と
強
化
し
た
宋
皇
帝
が
、
宋
初
（
以
来
）
、
「
皇
帝

｜
皇
親

l
貴
族
｜
下
流
貴
族
」
の
、
対
外
的
な
政
治
的
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
を
一
応
な
り
と
も
確
立
し
た
こ
と
が
窺
わ
れ
よ
－

U

な
お
、
宋
書
出
一
礼
志
一
に
、

膏
江
左
注
、
皇
太
子
出
会
者
、
則
在
三
倍
下
、
王
公
上
。
宋
文
帝
元
嘉
十
一
年
（
紀
元
四
百
三
十
四
年
）
、
升
在
三
倍
上
。

と
あ
る
記
事
も
、
右
の
見
解
を
傍
証
す
る
と
こ
ろ
が
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。

中
央
官
界
に
お
け
る
「
皇
親
」

前
節
で
は
皇
帝
が
「
皇
親
」
を
対
外
的
に
、
即
ち
帝
姓
対
異
姓
の
対
決
に
お
け
る
場
合
と
し
て
、
如
何
に
処
し
た
か
を
述
べ
た
。
以
下
二
節

に
わ
た
り
、
皇
帝
が
「
皇
親
」
を
対
内
的
に
、
即
ち
帝
姓
内
に
お
け
る
「
族
長
」
対
「
族
人
」
と
し
て
、
如
何
な
る
関
係
に
お
い
た
か
を
見
て

行
く
乙
と
と
す
る
。
ち
な
み
に
、
皇
親
の
も
つ
権
勢

l
時
と
し
て
反
「
皇
帝
」
的
な
も
の
と
な
る

l
の
基
盤
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
常
識
的
に
王

爵
を
有
す
る
こ
と
と
高
級
官
僚
た
る
こ
と
と
に
求
め
ら
れ
る
。
皇
親
の
封
爵
に
関
し
て
は
改
め
て
と
り
あ
げ
る
つ
も
り
で
い
る
の
で
、

こ
こ
で

劉
宋
の
官
界
に
お
け
る
皇
親

七



劉
宋
の
官
界
に
お
け
る
皇
親

八

の
論
述
を
割
愛
し
、
た
だ
筆
者
が
現
在
造
に
え
た
結
論
と
し
て
、
皇
親
が
王
爵
を
有
す
る
こ
と
が
、
そ
の
権
勢
（
の
保
持
）
に
殆
ん
ど
関
係
な

か
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
に
止
め
る
。

一
万
、
皇
親
が
高
級
官
僚
た
る
こ
と
こ
そ
は
、
そ
の
権
勢
（
の
保
持
）
に
決
定
的
に
必
要
で
あ
っ
た
と

い
え
る
。

本
節
で
は
皇
帝
が
「
皇
親
」
を
中
央
官
界
で
ど
の
よ
う
に
過
し
た
か
を
と
り
あ
げ
る
が
、

こ
れ
は
文
帝
迄
と
孝
武
帝
以
後
と
で
大
き
い
相
違

が
あ
る
。
前
者
の
際
は
皇
帝
権
力
の
強
大
さ
に
ふ
れ
ぬ
範
囲
に
お
い
て
「
皇
親
」
親
委
が
或
は
底
流
を
な
し
或
は
具
現
し
た
。
後
者
の
際
は
特

異
な
専
政
形
態
の
も
と
で
「
皇
親
」
の
官
僚
と
し
て
の
活
躍
は
殆
ん
ど
封
じ
ら
れ
て
い
た
。
以
下
そ
れ
を
年
代
を
追
う
て
見
て
行
く
に
、

最
初
に
武
帝
在
位
中
で
あ
る
が
、
本
文
前
述
の
よ
う
に
武
帝
が
要
衝
州
鎮
の
長
官
に
皇
親
を
任
ず
る
制
を
定
め
た
と
こ
ろ
か
ら
、
武
帝
の
中

央
官
界
に
お
け
る
皇
親
親
委
の
考
え
が
極
め
て
強
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
測
出
来
る
。

て
の
活
躍
は
実
現
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
皇
親
層
の
無
能
弱
少
に
よ
る
と
解
せ
ら
れ
る
の
で
あ
り
、

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
皇
親
」
の
官
僚
と
し

資
治
通
鑑
芝
一
ぽ
晋
元
照
元
年
（
紀
元
四

百
一
十
九
年
）
十
月
の
条
に
、

宋
王
裕
、
以
河
南
粛
然
、
乙
酉
、
徒
司
徒
義
漢
詩
揚
州
刺
史
、
鎮
石
頭
。
粛
太
妃
謂
裕
目
、
『
道
憐
、
汝
布
衣
兄
弟
。
宜
用
震
揚
州
。
』
裕

目
、
『
寄
兵
銀
の
）
長
道
憐
、
宣
有
所
情
。
揚
州
根
本
所
寄
。
事
務
至
多
。
非
道
憐
所
了
。
』
太
妃
日
、
『
道
憐
年
出
五
十
。
量
不
如
汝
十

歳
児
耶
。
』
裕
日
、
『
義
民
雄
矯
刺
史
、
事
無
大
小
、
悉
由
寄
奴
。
道
憐
年
長
。
不
親
其
事
、
於
聴
望
不
足
。
』
太
把
乃
無
言
。
道
憐
性
愚

部
、
而
貧
縦
。
故
、
裕
不
肯
用
。

と
あ
る
の
は
そ
の
一
端
を
物
語
る
。

次
に
少
帝
在
位
中
で
あ
る
が
、
そ
の
在
位
期
間
中
の
実
情
は
、
ほ
ぽ
武
帝
在
位
中
と
同
様
で
あ
っ
た
と
し
て
よ
か
ろ
う
。

次
に
文
帝
在
位
中
で
あ
る
が
、
資
治
通
鑑
切
手
ヨ
宋
元
嘉
十
七
年
（
紀
元
四
百
四
十
年
）
の
条
に
、

司
徒
義
康
、
専
綿
朝
構
。
上
甑
疾
積
年
、
心
労
相
裂
、
麗
々
至
危
殆
。
義
康
童
心
管
奉
。
薬
石
非
口
所
親
嘗
、
不
進
。
或
連
タ
不
蝶
。
内



外
衆
事
、
皆
専
決
施
行
。
性
好
吏
職
、
糾
劉
文
案
、
英
不
精
輩
。
上
、
由
是
、
多
委
以
事
。
凡
所
陳
奏
、
入
無
不
可
。
方
伯
以
下
、
誼
令

義
康
選
用
。
主
殺
大
事
、
或
以
録
命
甑
之
。
勢
傾
遠
近
、
朝
野
輔
湊
。
毎
E
府
問
、
常
有
車
数
百
乗

0

・
・
自
謂
、
『
兄
弟
至
親
。
』
不
復
存

君
臣
形
述
。
率
心
而
行
、
曽
無
猪
防
。

と
あ
り
、
資
治
通
鑑
4
1
1宋
元
嘉
十
二
年
（
紀
元
四
百
三
十
五
年
）
の
条
に
、

領
軍
持
軍
劉
溝
、
興
僕
射
腫
景
仁
、
素
善
ι

温
之
入
、
景
仁
賓
引
之
。
湛
既
至
、
以
景
仁
位
過
本
不
蹄
己
、
而
一
回
一
居
前
、
意
甚
憤
憤
。

倶
被
時
過
。
以
景
仁
専
管
内
任
、
謂
需
間
己
、
精
隙
漸
生
。
知
帝
信
佼
景
仁
、
不
可
移
奪
。
時
、
司
徒
義
康
、
専
乗
朝
構
。
湛
嘗
篤
義
康

土
佐
。
遂
委
心
自
結
、
欲
因
宰
相
之
力
、
以
回
上
意
、
傾
瓢
景
仁
、
満
営
時
務
。
一
五
云
。

と
あ
る
。
劉
湛
、
股
景
仁
は
文
帝
が
最
も
親
委
し
た
、
異
姓
要
官
被
任
命
者
の
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
の
ち
、
劉
混
と
劇
風
景
仁
と

の
対
峠
は
政
争
の
焦
点
と
な
り
、
そ
れ
が
引
い
て
は
文
帝
と
義
康
と
の
時
対
の
傾
向
を
生
じ
た
が
、
資
治
通
鑑
宋
元
嘉
十
七
年
の
条
に
は
、

自
是
、
主
相
之
勢
分
突
。
義
康
、
欲
以
劉
斌
震
丹
楊
費
。
言
次
啓
上
、
陳
其
家
賞
。
言
未
卒
。
上
目
、
『
以
矯
呉
郡
。
』
後
、
会

稽
太
守
羊
玄
保
求
還
。
善
康
叉
欲
以
斌
代
之
。
啓
上
回
、
『
羊
玄
保
求
選
。
不
審
以
誰
露
舎
稽
。
』
上
、
時
未
有
擬
。
倉
持
目
、
『
我
己
用

（
前
略
）

王
鴻
。
』
。
云
一
式
。

と
あ
る
。
劉
斌
は
劉
湛
の
一
族
で
傾
詔
を
以
て
義
康
に
寵
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
や
が
て
善
康
は
失
脚
し
劉
湛
は
諒
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の

三
記
事
か
ら
、
善
康
が
録
尚
書
事
と
し
て
ふ
る
っ
た
権
勢
が
、
異
姓
要
官
被
任
命
者
グ
ル
ー
プ
！
か
れ
ら
の
殆
ん
ど
は
貴
族
中
で
も
第
一
流
で

あ
る
！
の
そ
れ
に
超
え
て
い
た
こ
と
、
こ
う
し
た
権
勢
が
生
じ
た
の
は
、
文
帝
の
血
縁
を
紐
帯
と
す
る
義
康
へ
の
親
委
と
義
康
の
官
僚
と
し
て

の
有
能
さ
に
よ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。
な
お
、

当
時
義
康
以
外
の
（
年
長
有
能
）
「
皇
親
」
も
亦
要
宮
に
あ
っ
て
、

皇
帝
の
親
委
の
も
と

に
活
躍
し
て
い
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
、
皇
帝
の
親
委
の
も
と
に
「
皇
親
」
が
要
宮
に
あ
っ
て
活
躍
し
、
な
か
で
も
最
高
官
僚
た
る

特
定
「
皇
親
」
が
異
姓
官
僚
（
貴
族
）
に
こ
え
る
権
勢
を
握
う
と
い
っ
た
政
治
形
態
が
、
文
帝
の
と
き
具
現
し
た
と
い
え
よ
う
。
な
お
、
そ
う

劉
宋
の
官
界
に
お
け
る
皇
親

二
九



劉
宋
の
官
界
に
お
け
る
皇
親

。

し
た
政
治
形
態
は
、
さ
き
に
見
た
と
こ
ろ
か
ら
武
帝
の
と
き
、
す
で
に
そ
の
生
起
の
可
能
性
が
生
じ
て
い
た
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み

に
、
義
康
に
つ
い
で
江
夏
王
義
恭
が
録
尚
書
事
と
な
っ
た
が
、
文
帝
が
義
康
に
こ
り
た
の
と
義
恭
の
無
能
主
と
か
ら
、
文
帝
が
か
つ
て
義
康
に

親
委
し
た
時
代
の
よ
う
な
事
態
は
再
現
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
そ
の
こ
と
は
右
の
政
治
形
態
生
起
の
可
能
性
が
害
し
た
こ
と
告
否
定
す
る
も
の

で
は
な
い
。

（
当
時
録
尚
書
事
は
官
僚
と
し
て
の
権
勢
を
集
約
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、

義
恭
は
義
康
に
引
続
き
そ
の
任
に
あ
り
、
以
て
孝
武

帝
の
即
位
に
及
ん
で
い
る
。
）

と
こ
ろ
で
、
次
に
孝
武
帝
が
即
位
す
る
と
、
旧
来
と
は
大
い
に
異
る
新
ら
し
い
政
治
形
態
を
生
じ
た
。
そ
れ
は
孝
武
帝
の
親
政
と
し
て
知
ら

れ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
そ
れ
を
生
じ
た
背
景
を
考
え
て
行
く
に
、
前
に
ふ
れ
た
よ
う
に
当
時
、
国
勢
と
の
関
連
に
お
い
て
皇
帝
権
力
は
急
速
に
衰
退
し
て
い

る
。
皇
帝
権
力
は
一
応
、
個
人
と
し
て
の
皇
帝
権
力
と
一
の
組
織
・
機
構
と
し
て
の
皇
帝
権
力
と
に
分
け
ら
れ
る
。

武
帝
、

（
元
嘉
二
十
六
年

ま
で
の
）
文
帝
の
も
つ
皇
帝
権
力
の
強
大
さ
は
、
当
然
こ
の
両
者
相
ま
つ
て
の
強
大
さ
で
め
っ
た
。
そ
の
衰
退
色
当
然
両
者
相
ま
つ
べ
き
が
予

想
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
当
時
急
速
に
衰
退
し
た
の
は
一
の
組
織
・
機
構
と
し
て
の
皇
帝
権
力
で
あ
り
、
孝
武
帝
は
依
然
と
し
て
個
人
と
し
て

の
皇
帝
権
力
を
中
央
官
界
に
お
い
て
相
当
に
強
力
に
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
い
わ
ば
い
び
つ
な
皇
帝
権
力
の
強
佑
、
官
僚
支
配
の

強
化
が
行
わ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
孝
武
帝
の
意
思
能
力
だ
け
に
よ
る
も
の
と
し
て
で
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
対
象
た
る
中
央
官
界
に
お
け
る

官
僚
勢
力
の
性
格
と
の
関
連
に
お
い
て
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
即
ち
、
も
し
中
央
官
僚
が
皇
帝
権
力
の
対
抗
物
た
る
べ
き
可
能
性
を
有
す
る

と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
官
僚
機
構
が
自
律
的
独
立
的
性
格
を
も
ち
、
か
れ
ら
が
そ
れ
を
利
用
す
る
か
、
叉
は
、
か
れ
ら
自
ら
が
自
律
的
独
立
的
性

格
ー
そ
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
在
地
性
が
あ
げ
ら
れ
る
ー
を
も
ち
、
か
つ
そ
れ
を
官
僚
と
し
て
の
自
ら
の
行
動
の
基
底
と
す
る
か
、
の
何
れ

か
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
中
央
の
各
官
街
は
（
地
方
官
街
と
異
り
、
）
そ
の
も
つ
自
律
的
独
立
的
性
格
は
極
め
て
薄
く
、
長
官
の

も
つ
自
律
的
独
立
的
権
能
と
い
え
ば
僅
か
に
人
事
権
の
一
部
に
関
す
る
・
も
の
だ
け
で
あ
っ
た
。
し
か
も
こ
れ
さ
え
も
、
皇
帝
の
庶
政
専
行
、
吏



部
の
撃
肘
の
前
に
は
何
ら
力
の
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
中
央
官
界
に
聾
断
的
勢
力
を
有
す
る
の
は
「
皇
親
」
、
北
人
貴
族
官
僚
及
び
皇
帝

が
そ
の
意
思
に
よ
っ
て
重
挙
し
た
特
定
の
高
級
官
僚
層
で
あ
る
が
、
前
二
者
は
そ
の
官
僚
と
し
て
も
つ
権
勢
が
本
来
寄
生
的
な
も
の
で
あ
り
独

自
の
基
底
を
も
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
た
と
え
か
れ
ら
が
中
央
官
界
に
お
け
る
高
官
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
て
も
、
皇
帝
の
恋
意
に
よ
り
そ

の
活
躍
は
容
易
に
封
ぜ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
特
定
の
高
級
官
僚
層
が
皇
帝
の
専
制
下
に
帝
意
の
単
な
る
承
奉
執
行
者
的
性
格
を
帯
び
る

の
は
通
常
の
こ
と
で
あ
M
P
ち
な
み
に
、
南
朝
の
高
官
層
に
は
そ
の
外
延
的
勢
力
と
し
て
の
、
門
生
、
故
吏
等
が
あ
る
。
こ
れ
は
勿
論
中
央
官

界
に
も
地
方
宮
界
に
も
見
ら
れ
る
が
、

そ
れ
ら
は
視
点
の
置
き
か
た
に
よ
っ
て
、

そ
の
主
た
る
高
官
に
相
当
の
勢
力
を
与
え
る
も
の
と
い
う
こ

と
が
出
来
る
。
し
か
し
、

そ
れ
ら
に
あ
ま
り
高
い
評
価
を
与
え
る
の
は
疑
問
で
あ
っ
て
、
皇
帝
の
怒
意
が
そ
の
主
た
る
高
官
舎
弾
圧
し
或
は
そ

の
官
僚
と
し
て
の
地
位
を
奪
っ
た
際
、
か
れ
ら
の
動
向
が
（
社
会
的
、
精
神
的
問
題
と
し
て
は
と
り
あ
げ
る
べ
き
も
の
が
あ
る
と
し
て
も
、
）

政
治
的
に
は
殆
ん
ど
と
る
に
足
り
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
さ
き
に
故
吏
を
例
と
し
て
そ
の
一
端
に
ふ
れ
た
が
こ
れ
は
巨
視
的
に
い
っ
て
、
門
生

等
に
も
あ
て
は
ま
る
と
思
わ
れ
る
。

か
く
て
、
孝
武
帝
の
親
政
は
、
皇
帝
個
人
に
よ
る
専
制
政
治
と
も
い
う
べ
き
性
格
を
濃
厚
に
帯
び
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
（
官
僚
機
構

の
整
備
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
そ
の
破
壊
を
意
味
す
る
が
、
）
よ
り
具
体
的
に
は
皇
帝
が
庶
政
を
専
行
し
、

そ
の
補
助
と
し
て
自
ら
の
「
側
近
索
、

人
」
を
使
用
し
、
以
て
要
官
に
あ
る
も
の
が
そ
れ
と
し
て
発
揮
す
べ
き
機
能
を
封
ず
る
と
い
う
形
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
！
こ
う
し
た
「
側

近
寒
人
」
は
こ
の
時
始
め
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る

l
孝
武
帝
の
親
政
の
具
体
的
様
相
に
つ
い
て
は
す
で
に
別
稿
で
述
べ
た
の
司
～
こ
こ
で
の
全

面
的
記
述
を
略
し
、

た
だ
こ
う
し
た
状
態
下
で
「
皇
親
」
が
官
僚
と
し
て
無
為
と
な
り
、
か
っ
戦
々
蹴
々
た
る
有
様
で
あ
っ
た
乙
と
号
、
か
れ

ら
と
「
側
近
寒
人
」
と
の
関
係
に
お
い
て
記
述
す
る
に
止
め
る
。
南
史
博
也
戴
法
興
伝
に
、

孝
武
親
覧
朝
政
、
不
任
大
臣
。
而
腹
心
耳
目
、
不
得
無
所
委
寄
。
法
輿
頗
知
古
今
、
素
見
親
待
。
凡
、
選
授
遷
輔
、
設
賞
大
鹿
分
、
上
皆

法
興
・
（
巣
）
尚
之
、
参
懐
。
内
外
諸
雑
事
、
多
委
（
戴
）
明
賛
。
云
云
。

劉
宋
の
官
界
に
お
け
る
皇
親



劉
宋
の
官
界
に
お
け
る
皇
親

と
あ
り
、
宋
書
諸
柳
元
景
伝
に
、

世
祖
（
孝
武
帝
）
厳
暴
異
常
。
一
元
景
雄
荷
寵
遇
、
慣
慮
及
禍
。
太
宰
江
夏
王
轟
恭
及
諸
大
臣
、
莫
不
重
足
降
気
。
未
嘗
敢
私
往
来
。
世
祖

崩
。
義
恭
、
元
景
等
、
誼
相
調
日
、
『
今
日
始
免
横
死
。
』
義
恭
奥
義
腸
等
諸
王
、
元
景
興
顔
師
伯
等
、
常
相
馳
逐
、
聾
葉
樹
酒
、
以
夜
糟

昼

と
あ
る
。
「
側
近
寒
人
」
と
は
個
人
と
し
て
の
皇
帝
権
力
と
一
の
組
織
・
機
構
と
し
て
の
皇
帝
権
力
と
の
間
隙
に
巣
く
い
、

か
っ

（
個
人
と
し

て
の
）
皇
帝
権
力
の
絶
対
性
の
う
え
に
立
っ
て
活
躍
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
右
の
ニ
記
事
か
ら
、
「
側
近
寒
人
」
戴
法
興
ら
の
活
躍
が
、
（
「
皇

親
」
の
代
表
的
人
物
）
江
夏
王
義
恭
や
（
孝
武
帝
の
親
委
を
受
け
て
、
要
官
在
任
者
と
し
て
は
一
応
例
外
的
に
活
躍
し
て
い
た
）
柳
元
景
、
顔

師
伯
ら
の
活
躍
に
き
え
も
は
る
か
に
優
越
し
、
か
っ
そ
の
活
躍
を
否
定
的
な
も
の
と
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
よ
捻

ち
な
み
に
、
孝
武
帝
が
「
皇
親
」
を
こ
う
し
た
状
態
に
お
い
た
際
、
そ
の
馴
致
を
側
面
か
ら
促
進
し
た
も
の
と
し
て
、
次
の
三
事
項
が
あ
げ

ら
れ
よ
う
。

第
一
は
帝
の
性
格
が
峻
厳
で
人
と
の
妥
協
を
好
ま
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
改
め
て
説
明
す
る
ま
で
も
な
か

ろ
う
。
第
二
は
帝
即
位
の
事
情
で
あ
る
。
孝
武
帝
の
場
合
、
江
州
刺
史
で
あ
っ
た
帝
が
、
文
帝
を
棋
せ
る
太
子
酌
を
た
お
し
て
帝
位
に
つ
い
た

の
は
、
自
ら
の
意
思
と
江
州
刺
史
と
し
て
の
実
力
と
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
り
、
資
治
通
鑑
説
話
斉
建
元
元
年
（
紀
元
四
百
七
十
九
年
）
の

条
に
、
「
（
前
略
）
江
州
刺
史
晋
安
王
子
態
、
都
陽
・
惰
王
の
死
せ
る
を
聞
き
、
兵
を
起
き
ん
と
欲
す
。
防
閤
呉
郡
の
陸
超
之
に
調
っ
て
日
く
、

『
事
成
ら
ば
則
ち
宗
廟
安
き
を
獲
、
成
ら
ず
と
も
猶
ほ
義
鬼
と
為
ら
ん
。
』
と
。
防
閤
丹
揚
の
董
僧
慧
日
く
、
『
此
の
州
は
小
な
り
と
雄
も
、
宋

の
孝
武
嘗
て
之
を
用
ひ
き
。
若
し
、
兵
を
翠
げ
て
闘
に
向
ひ
、
以
て
欝
林
の
罪
を
請
は
ば
、
誰
か
能
く
之
を
禦
が
ん
。
』
と
。
」
と
あ
る
の
は
後

者
の
実
情
の
一
端
を
物
語
っ
て
い
る
。
か
れ
は
そ
の
即
位
の
過
程
に
お
い
て
、

か
れ
の
藩
朝
の
旧
臣
た
る
若
干
の
貴
族
の
活
躍
を
え
た
に
し

て
も
、
皇
親
や
有
力
貴
族
眉
の
協
力
援
助
を
受
け
た
こ
と
も
な
く
、
ま
た
必
ら
ず
し
も
そ
の
必
要
も
な
か
っ
た
。
第
三
に
は
帝
が
即
位
直
後
南

郡
王
義
宜
に
叛
か
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

旧
来
宋
朝
に
お
い
て
は
、
太
子
酌
が
文
帝
を
棋
す
る
迄
皇
親
の
反
逆
は
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
帝



即
位
の
直
後
荊
湘
二
州
刺
史
南
郡
王
議
宣
の
叛
が
起
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
帝
の
皇
帝
と
し
て
の
存
在
を
危
く
さ
せ
る
ほ
ど
の
大
乱
と
な
っ
た
。

資
治
通
鑑
諸
↑
店
宋
孝
建
元
年
（
紀
元
四
百
五
十
四
年
）
二
月
の
条
に
、
「
義
宜
、
荊
江
充
強
四
州
の
力
を
兼
ね
、
威
、
遠
州
に
震
ふ
。
（
孝
武
）

帝
、
乗
輿
法
物
を
奉
じ
て
之
を
迎
へ
ん
と
欲
す
。
寛
陵
王
誕
、
固
く
執
り
て
可
か
ず
。
日
く
、
『
奈
何
ぞ
、
此
の
坐
ぞ
持
し
て
人
に
与
へ
ん
。
』

と
。
乃
ち
止
む
。
」
と
あ
る
の
は
そ
の
一
端
を
物
語
る
が
、
こ
の
大
乱
は
必
ら
ず
や
帝
に
「
皇
親
」
へ
の
警
戒
l
対
内
的
な
意
味
に
お
け
る
「
血

縁
主
義
」
の
否
定
の
念
を
強
く
起
さ
せ
た
に
相
違
な
い
。
五
月
に
帝
の
軍
は
義
宣
を
敗
り
、
六
月
（
庚
寅
）
に
は
義
宣
を
諒
し
え
た
が
、
帝
が

旧
来
官
僚
と
し
て
の
権
勢
が
集
約
さ
れ
て
い
た
録
尚
書
事
を
省
、
き
、

「
皇
親
」
の
い
わ
ば
代
表
的
存
在
と
し
て
そ
の
官
に
あ
っ
た
江
夏
王
義
恭

の
任
を
（
自
然
廃
官
の
形
で
）
解
い
た
の
は
、
義
宣
が
諒
さ
れ
る
七
日
前
（
斐
末
）
の
乙
と
で
あ
る
。
ま
た
、
本
文
前
述
の
よ
う
に
、
荊
州
刺

史
は
祖
法
と
し
て
皇
親
を
任
ず
べ
き
で
あ
っ
た
が
、
帝
は
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
義
宣
の
叛
が
平
ぐ
や
、
（
の
ち
再
ぴ
そ
の
刺
史
に
皇
親
を

任
じ
て
は
い
る
が
）
そ
の
直
後
に
異
姓
旧
臣
を
任
じ
て
い
る
。
乙
れ
ら
の
事
実
は
右
の
見
解
を
証
す
る
と
こ
ろ
が
あ
ろ
う
。

孝
武
帝
の
と
き
に
見
え
る
国
情
、
中
央
官
界
の
状
態
、

「
皇
親
」
の
あ
り
か
た
は
、

前
廃
帝
以
後
の
場
合
も
（
宋
王
朝
政
権
が
そ
れ
と
し
て

の
機
能
を
会
く
失
っ
た
宋
末
順
帝
の
と
き
を
論
外
と
す
れ
ば
）
殆
ん
ど
同
様
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
孝
武
帝
の
と
き
は
そ
の
親
政
の
具
現
に
あ
た

り
庶
政
の
専
行
総
撞
と
「
側
近
寒
人
」
の
使
用
と
に
ほ
ぼ
平
等
の
重
さ
が
か
け
ら
れ
て
い
た
が
、
前
廃
帝
の
と
き
以
後
は
後
者
に
よ
り
重
さ
が

か
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
以
下
、
前
廃
帝
の
と
き
以
後
の
中
央
官
界
に
お
け
る
「
皇
親
」
の
あ
り
か
た
を
「
側
近
寒
人
」
と
の
関
連

に
お
い
て
弊
見
す
る
と
、
南
史
戴
法
興
伝
に
、
孝
武
帝
が
崩
じ
前
廃
帝
が
即
位
し
た
と
き
の
こ
と
と
し
て
、

時
、
太
宰
江
夏
王
義
恭
、
録
尚
書
事
、
任
同
組
己
。
而
法
興
、
尚
之
執
櫨
、
日
久
、
威
行
内
外
。
義
恭
積
相
畏
服
。
至
是
、
悟
偉
尤
甚
。

慶
帝
末
親
高
機
。
凡
詔
教
施
溝
、
悉
決
法
興
之
手
。
尚
書
中
事
、
無
大
小
、
専
断
之
。
顔
師
伯
、
義
恭
、
守
空
名
。

と
あ
る
。
次
に
明
帝
の
在
位
中
で
あ
る
が
、
南
史
博
也
院
佃
夫
伝
に
、

時
、
佃
夫
及
王
道
隆
、
楊
運
夫
、
並
執
擢
、
亜
於
人
主
。
巣
・
戴
大
明
之
世
、
方
之
蔑
如
也
。
・
・
泰
始
初
、
軍
功
既
多
、
爵
秩
無
序
。
佃

劉
宋
の
官
界
に
お
け
る
皇
毅
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夫
僕
従
附
隷
、
皆
受
不
次
之
位
。
捉
車
人
武
賞
中
郎
将
、
傍
馬
者
員
外
郎
。
朝
士
貴
賠
、
莫
不
自
結
。

と
あ
る
が
、
「
側
近
寒
人
」
の
活
躍
は
「
皇
親
」
の
そ
れ
と
し
て
の
権
能
発
揮
l
政
治
的
活
躍
を
大
き
く
製
肘
し
、
（
帝
の
庶
政
専
決
と
相
ま
つ

て
）
「
皇
親
」
が
中
央
要
官
に
あ
っ
て
活
躍
す
る
を
全
く
許
さ
な
か
っ
た
。
最
後
に
後
鹿
帝
の
在
位
中
で
あ
る
が
、
南
史
院
佃
夫
伝
に
、

（
佃
夫
）
欲
用
張
携
震
武
陵
郡
。
衛
勝
軍
家
集
以
下
不
問
。
佃
夫
稿
敷
施
行

0

・
・
凡
、
如
此
。
集
等
並
不
敢
執
。

と
あ
る
。
霊
祭
は
当
時
要
官
に
あ
る
も
の
の
代
表
的
人
物
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
記
事
も
亦
「
側
近
寒
人
」
の
活
躍
が
「
皇
親
」
の
官
僚
と
し
て

の
活
躍
を
大
き
く
製
肘
し
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
し
て
よ
か
ろ
う
。

こ
う
し
た
親
政
に
関
し
次
の
こ
と
は
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
こ
で
決
定
的
役
割
を
演
ず
る
「
側
近
寒
人
」
の
活
躍
は
、
例

え
ば
、
資
治
通
鑑
玲
’
十
四
宋
泰
藤
元
年
（
紀
元
四
百
七
十
二
年
）
十
月
の
僚
に
、
「
部
州
刺
史
劉
季
五
て
尚
書
左
僕
射
と
震
す
。
棄
は
道
憐

の
孫
な
り
。
和
弱
に
し
て
幹
能
無
し
。
宗
室
の
清
令
な
る
を
以
て
、
故
に
愛
（
集
）
、
袴
（
淵
）
之
を
引
く
。
」
と
あ
り
、
資
治
通
鑑
一
程
一
諸
宋

元
徽
元
年
仏
紀
元
四
百
七
十
三
年
）
の
僚
に
、
「
（
後
一
腰
）
帝
位
に
即
く
に
及
び
、
年
、
沖
幼
に
在
り
。
素
族
（
硝
醐
十
喜
一
）
、
政
を
乗
り
、
近
習

（
払
矧
諮
問
一
学
院
）
、
穫
を
用
ふ
。
（
江
州
刺
史
桂
陽
王
）
休
範
自
ら
調
へ
ら
く
、
『
尊
親
、
二
菓
し
o

臆
に
入
り
て
宰
輔
と
為
る
べ
し
o
』
と
。

既
に
士
山
の
如
く
な
ら
ず
。
怨
憤
す
る
こ
と
頗
る
甚
だ
し
。
」
と
あ
る
に
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、

’』
J

－J
、

み
J
＋’
v
L

中
央
官
界
に
お
け
る
「
皇
親
」
の
貴
族
、

下
級
貴

族
へ
の
（
対
外
的
）
優
越
性
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
換
言
す
れ
ば
、
乙
う
し
た
「
側
近
寒
人
」
の
活
躍
が

前
述
の
「
皇
帝
l
皇一親
l
貴
族
l
下
級
貴
族
」
の
政
治
的
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
存
在
を
否
定
す
る
も
の
で
な
か
っ
た
と
と
を
意
味
す
る
。

な
お
、
孝
武
帝
の
と
き
に
生
じ
た
新
ら
し
い
政
治
形
態
は
以
後
大
体
斉
末
ま
で
続
き
、
そ
の
出
現
が
国
力
の
一
応
の
充
実
を
と
も
な
っ
た
梁

の
武
帝
の
政
治
は
そ
れ
を
か
な
り
大
き
く
否
定
す
る
が
、
こ
う
し
た
政
治
形
態
は
官
界
に
陰
晦
な
空
気
を
た
だ
よ
わ
せ
、
同
時
に
皇
帝
の
税
廃

等
を
生
じ
さ
せ
る
温
床
と
も
な
っ
て
い
る
。

四
地
方
官
界
に
お
け
る
皇
親



箪
事
、
行
政
を
兼
ね
る
地
方
官
街
の
最
高
単
位
は
州
鎮
で
あ
る
が
、
州
鎮
は
自
給
自
足
的
性
格
が
強
く
、
こ
と
に
そ
の
中
核
と
な
る
軍
備
の

充
実
の
責
任
が
、
中
央
か
ら
の
補
給
の
な
い
ま
ま
に
長
官
に
一
任
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
為
に
長
官
は
通
常
豪
族
勢
力
を
そ
の
機
構
に
繰
り
入
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
軍
事
面
で
の
自
立
的
態
勢
を
と
と
の
え
て
い
た
。

（
さ
き
に
、
宋
孝
武
帝
の
と
き
に
薙
州
刺
史
王
玄
諜
が
そ
の
治
下
の

豪
族
勢
力
の
弾
圧
削
減
を
行
っ
た
こ
と
に
ふ
れ
た
。
こ
れ
は
恐
ら
く
そ
の
軍
事
面
、
経
済
面
で
の
自
立
的
態
勢
を
充
実
す
る
こ
と
と
関
連
し
て

い
る
で
あ
ろ
う
が
、
こ
う
し
た
や
り
万
は
全
く
例
外
的
で
あ
っ
た
。
）
以
上
の
実
情
は
不
可
避
的
に
各
州
鎮
の
自
律
的
独
立
的
性
格
を
強
佑
す
る
。

ま
た
、
南
斉
書
法
一
虞
玩
之
伝
の
、
玩
之
の
議
の
な
か
に
、
「
四
鎮
の
成
将
は
名
の
み
あ
り
て
実
寡
し
、
才
に
闘
っ
て
部
曲
す
と
い
ふ
も
、
勇

慣
を
排
ず
る
な
く
、
位
に
署
す
る
こ
と
借
給
の
ご
と
し
、
思
姐
肩
を
比
べ
て
、
山
に
弥
り
海
に
満
つ
。
皆
乙
れ
私
役
な
り
。
」
と
め
る
が
、
こ
う
し

た
状
態
が
私
役
（
国
家
に
対
す
る
無
役
）
の
生
ず
る
温
床
の
一
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
州
鎮
の
長
官
た
る
州
鋸
長
官
は
州
鎮
の

事
実
上
の
最
高
意
思
決
定
者
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
皇
帝
権
力
の
地
方
官
界
侵
透
へ
の
期
待
は
州
鎮
対
策
、
州
鎮
長
官
対
策
に
し
ぼ
ら
れ
て
く
る

が
、
具
体
的
に
は
、
そ
れ
は
第
一
に
州
鎮
官
僚
機
構
に
す
く
う
豪
族
勢
力
の
排
除
で
あ
り
、
第
二
に
そ
れ
と
の
関
連
に
お
け
る
私
役
の
排
除
で

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

武
帝
、
少
帝
、
文
帝
が
州
鎮
（
長
官
）
自
体
の
も
つ
自
律
的
独
立
的
性
格
に
手
を
ふ
れ
え
な
か
っ
た
こ
と
、
（
即
ち
、
州
鎮
官
僚
機
構
に
す
く
う

豪
族
勢
力
の
排
除
及
び
ぞ
れ
と
の
関
連
に
お
け
る
私
役
の
排
除
を
共
に
為
し
え
な
か
っ
た
こ
と
、
）
皇
親
を
親
委
し
て
か
れ
ら
を
盛
に
州
鎮
長
官

と
し
て
送
り
出
し
た
が
、
そ
れ
が
州
鎮
を
現
状
の
ま
ま
で
国
策
遂
行
に
働
か
せ
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
に
ほ
ぼ
異
論
は
な
か
ろ
う
。

問
題
は
親
政
を
標
梼
し
た
孝
武
帝
（
以
後
の
諸
皇
帝
）
が
ど
の
よ
う
な
形
で
そ
の
親
政
ぞ
皇
親
州
鎮
長
官
に
及
ぼ
し
て
き
た
で
あ
ろ
う
か
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
今
そ
れ
を
孝
武
帝
の
場
合
を
例
に
と
っ
て
や
や
微
視
的
に
見
て
行
く
と
、
こ
う
し
た
考
察
の
際
是
非
と
も
留
意
す
べ
き

ζ

と
と
し
て
、
帝
の
在
位
中
、
地
方
勢
力
の
統
合
的
結
集
が
一
段
と
強
力
に
要
請
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
前
帝
の
末
期
元
嘉
二
十

七
年
以
来
の
現
象
で
あ
る
。
そ
れ
に
関
し
て
の
私
見
は
、

一
部
分
を
す
で
に
発
表
し
て
お
り
、
残
り
の
大
部
分
も
近
く
別
稿
で
発
表
す
る
予
定

劉
宋
の
官
界
に
お
け
る
皇
親

五
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ノ＼

で
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
の
再
論
を
略
す
る
が
、
私
見
の
骨
子
を
述
べ
る
と
、
地
方
勢
力
の
統
合
結
集
が
要
請
さ
れ
た
主
要
因
は
主
と
し
て
対
北

朝
関
係
に
あ
っ
た
。
従
っ
て
、

そ
れ
は
地
域
的
に
は
江
流
域
に
、
内
容
的
に
は
軍
事
面
に
、
と
く
に
強
か
っ
た
。
（
当
時
有
力
州
鎮
は
そ
の
殆
ん

ど
が
江
流
域
に
あ
っ
た
。
）
そ
の
具
体
的
方
策
と
し
て
は
都
督
制
度
の
強
佑
と
豪
族
勢
力
の
地
方
官
界
へ
の
く
り
入
れ
が
行
わ
れ
た
。

度
の
強
佑
は
す
で
に
武
帝
の
と
き
に
現
わ
れ
て
い
る
明
そ
れ
は
都
督
た
る
有
力
州
鎮
長
官
の
も
つ
自
律
的
独
立
的
性
格
を
一
段
と
強
佑
す
る

こ
と
な
く
て
は
効
を
見
な
い
。
豪
族
勢
力
の
地
万
官
界
へ
の
く
り
入
れ
は
州
鎮
及
び
州
鎮
長
官
の
自
律
的
独
立
的
性
格
を
増
強
す
る
（
可
ち
な
み

に
、
南
史
博
旭
王
僧
謂
停
に
、

先
是
、
尚
書
令
部
約
以
議
、
『
晋
戚
和
初
、
蘇
峻
作
凱
、
文
籍
無
遣
。
後
、
起
戚
和
二
年
（
紀
元
三
百
二
十
七
年
〉
以
至
子
宋
、
所
書
並

都
督
制

在
下
省
左
戸
曹
前
廟
。
謂
之
否
籍
。
有
東
西
ニ
庫
。
此
籍
並
精
詳
。
建
可
賢
惜
。
位
宮
高
卑
、
皆
可
依
。
宋
元
嘉
二
十
七
年
、
始
以
七
保

徴
盤
。
既
立
此
科
、
人
姦
互
起
、
偽
昧
巧
籍
、
歳
月
滋
属
。
以
至
子
斉
。
臣
調
、
「
宋
粛
ニ
代
、
士
庶
不
分
、
雑
役
減
閥
、
職
由
於
此
。
」

縞
以
、
「
膏
籍
所
儀
、
宜
加
賀
愛
。
」
』

と
あ
り
、
南
斉
書
博
昨
頁
玩
之
停
に
、

円七
V
E

玩
之
上
表
日
、
『
宋
元
嘉
二
十
七
年
、
入
保
取
人
、
孝
建
元
年
、
書
籍
、
衆
巧
之
所
始
也
。
愚
謂
、

今
、
戸
口
多
少
、
不
滅
元
嘉
。
市
板
籍
頓
闘
。
弊
亦
有
レ
以
。
自
孝
建
己
来
、
入
勲
者
衆
。
其
中
操
子
文
、
衛
社
理
者
、

「
宜
以
元
嘉
二
十
七
年
籍
、
矯
正
。
」

三
分
殆
無
一

鷲
。
勲
簿
所
領
、
而
詐
注
静
籍
、
浮
遊
世
要
、
非
官
長
所
拘
録
、
復
濡
不
少
。
云
云
。
』

と
あ
る
。
洗
約
、
虞
玩
之
の
説
く
と
こ
ろ
か
ら
、
孝
武
帝
在
位
中
、
七
条
取
人
と
書
籍
と
の
二
法
の
寄
在
を
悪
用
し
て
役
民
が
役
を
免
れ
る
こ

と
の
多
か
っ
た
の
が
知
ら
れ
よ
う
。
と
こ
ろ
で
、
書
籍
と
は
そ
の
軍
勲
を
籍
に
注
記
す
る
乙
と
で
あ
る
が
、
孝
武
帝
が
事
実
上
有
勲
で
な
い
も

の
が
そ
れ
に
乗
じ
て
無
役
と
な
り
役
民
が
ま
す
ま
す
減
少
す
る
と
い
う
悪
弊
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
書
籍
の
法
を
造
り
出
し
、
か
っ
そ
れ

を
廃
止
し
え
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
も
亦
、
帝
在
位
中
、
軍
事
力
結
集
が
そ
の
国
力
を
超
え
て
要
求
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。
と
う
し



た
実
情
が
帝
の
地
万
官
界
に
お
け
る
親
政
の
徹
底
を
側
面
か
ら
妨
げ
た
の
は
十
分
に
推
測
出
来
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

右
に
述
べ
た
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
論
を
進
め
て
行
く
と
、
親
政
の
方
策
は
中
央
の
場
合
と
同
様
、
庶
政
の
専
行
と
「
側
近
寒
人
」
の
使
用

と
に
よ
っ
て
代
表
会
れ
る
。
ま
ず
帝
の
庶
政
の
専
行
に
関
し
て
で
あ
る
が
、
資
治
通
鑑
玲
店
宋
大
明
七
年
（
紀
元
四
百
六
十
三
年
）
の
条
に
、

夏
四
月
、
甲
子
、
詔
、
『
自
非
臨
軍
戦
陳
、
誼
不
得
専
殺
。
其
罪
臆
重
酔
者
、
皆
先
上
、
須
報
。
違
犯
者
、
以
殺
人
論
。
』
五
月
、
丙
子
、

詔
日
、
『
今
、
刺
史
守
宰
、
動
民
興
軍
、
皆
須
手
詔
施
行
。
唯
謹
間
外
警
、
及
姦
壁
内
種
、
変
起
倉
狩
者
、
不
従
此
例
。
』

と
あ
る
の
が
そ
の
最
も
重
な
も
の
で
あ
る
。
「
先
上
、
須
報
。
云
云
。
」
に
胡
三
省
が
注
し
て
「
先
、
上
奏
其
罪
状
、
待
報
、
乃
、
行
刑
。
比
、

漢
法
也
。
」
と
し
て
い
る
が
、
当
時
は
刺
史
の
殆
ん
ど
が
「
節
」
を
も
ち
、
「
節
」
の
種
類
に
よ
っ
て
そ
の
内
容
に
相
異
は
あ
っ
た
が
、
死
罪
を

専
決
し
え
て
い
た
の
で
あ
M
P
右
の
二
詔
が
皇
親
州
鎮
長
官
を
も
そ
の
対
象
と
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
二
詔
の
内
容
が
ど
れ
だ
け
実

行
さ
れ
た
か
明
ら
か
で
な
い
が
、
た
と
え
帝
在
位
中
一
時
的
に
行
わ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
親
政
が
地
方
官
界
に
徹
底
し
た
と
は
為

ノ
y
A

’e

、。

ーヵ
t
L

「
側
近
寒
人
」
の
使
用
に
関
し
て
で
あ
る
が
、
孝
武
帝
は
皇
帝
自
選
の
典
範
（
以
下
、
典
範
と
い
う
）
を
州
鎮
（
長
官
）
の
も
と
托

恒
置
的
に
派
遣
し
て
お
く
制
度
を
創
始
し
た
。
典
載
の
活
躍
は
州
鎮
長
官
及
び
州
鎮
官
僚
の
監
察
監
督
を
行
い
、
か
れ
ら
を
帝
意
の
承
奉
執
行

次
に
、

者
た
ら
し
め
る
目
的
を
も
つ
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
十
全
的
な
任
務
遂
行
が
可
能
で
あ
っ
た
の
は
、
僅
か
に
年
少
皇
族
州
鎮
長
官
及
び
そ
の
統

べ
る
州
鎮
官
僚
に
対
し
て
だ
け
で
あ
り
、
孝
武
帝
（
以
後
の
諸
皇
帝
）
が
恐
ら
く
は
会
ら
に
強
く
そ
れ
を
期
待
し
た
年
長
皇
族
州
鎮
長
官
や
異

姓
出
身
長
官
及
び
そ
れ
ら
の
統
べ
る
州
鎮
官
僚
に
対
す
る
任
務
遂
行
は
望
む
べ
く
も
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

M
F
ち
な
み
に
、
孝
武

帝
の
と
き
本
文
前
述
の
荊
江
ニ
州
刺
史
南
郡
王
義
宣
の
叛
乱
の
ほ
か
に
、
大
明
三
年
（
紀
元
四
百
五
十
九
年
）
の
南
克
州
刺
史
寛
陵
王
誕
、
大

明
五
年
（
紀
元
四
百
六
十
一
年
）
の
薙
州
刺
史
海
陵
王
休
茂
の
叛
が
あ
っ
た
。
義
宣
の
叛
乱
の
と
き
典
識
は
未
だ
派
遣
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ

う
で
あ
る
が
、
誕
、
休
茂
の
両
人
は
そ
の
叛
乱
に
あ
た
り
容
易
に
か
れ
ら
の
も
と
に
あ
っ
た
典
範
を
殺
し
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
の
よ
う
に

劉
宋
の
官
界
に
お
け
る
皇
親

七



翻
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見
て
く
れ
ば
、
典
識
の
活
躍
も
亦
親
政
を
徹
底
さ
せ
る
決
定
的
要
素
と
な
り
が
た
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
か
く
て
、

（
年
長
）
皇
族
州
鎮
長
官

は
自
律
的
独
立
的
な
州
鎮
の
事
実
上
の
最
高
の
統
轄
者
と
し
て
権
勢
を
握
い
、
或
は
そ
の
官
僚
機
構
を
通
じ
て
豪
族
勢
力
を
糾
合
し
、
或
は
多

数
の
私
役
を
招
入
し
て
、
そ
の
動
向
は
往
々
反
「
皇
帝
」
的
と
な
る
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
孝
武
帝
の
親
政
（
皇
親
州
鎮
長
官
に
対
す
る
そ
れ
を
含
む
）
は
中
央
と
異
っ
て
地
方
で
は
不
徹
底
に
終
っ
た
が
、

今
そ
れ
を
別
方
面
か
ら
証
す
る
も
の
と
し
て
、
血
縁
廻
避
の
制
を
と
り
あ
げ
て
見
ょ
う
。
中
央
官
界
に
お
い
て
、
晋
代
以
来
乙
の
制
は
一
応
守

ら
れ
て
い
た
が
、
孝
武
帝
は
そ
れ
を
一
段
と
徹
底
さ
せ
て
い
る
。
隊
余
叢
考
詮
親
族
廻
避
の
項
に
そ
の
実
例
の
一
を
簡
明
に
記
述
し
て
、

司
芭
曇
に
】

（
前
略
）
宋
書
、
劉
祇
矯
中
書
郎
。
江
夏
王
義
恭
領
中
書
監
。
服
親
不
得
相
臨
。
表
求
解
職
。
（
宋
）
孝
武
詔
日
、
『
昔
、
二
王
雨
謝
、
倶

至
崇
躍
。
自
今
、
三
台
（
欄
賢
一
欄
一
軒
捕
）
、
五
省
（
鮪
輔

r一
器
説
明
れ
秘
書
、
）
、
並
同
此
例
。
』

と
あ
る
。
劉
祇
は
成
王
義
欣
の
子
で
あ
る
。
次
に
地
方
官
界
に
お
い
て
で
あ
る
が
、
例
を
州
鎮
臣
官
官
に
と
る
と
、
晋
昆
丘
小
劉
弘
伝
に
、
荊
州

刺
史
劉
弘
が
荊
州
の
守
宰
の
人
事
に
闘
し
上
表
し
た
な
か
に
、
牙
問
皮
初
を
裏
陽
太
守
に
補
せ
ん
と
と
を
乞
う
た
条
が
見
え
て
い
る
が
、
そ
と
に

（前略〉

朝
廷
以
、
『
初
、
雌
有
功
、
裏
陽
叉
是
名
郡
。
名
器
宜
慎
。
不
可
授
初
。
』
乃
、
以
前
東
平
太
守
夏
侯
捗
震
裏
陽
太
守
。
能
並
従
之
。

捗
弘
之
靖
也
。
弘
下
駿
日
、
『
夫
、
統
天
下
者
、
宜
典
天
下
同
心
。
佑
一
園
者
、
宣
興
一
園
詩
任
。
若
必
姻
親
、
然
後
可
用
、
則
荊
州
十
郡
、

安
得
十
女
靖
、
然
後
露
政
哉
。
』
乃
表
、
『
捗
姻
親
、
奮
制
不
得
相
監
。
皮
初
之
勲
、
宜
見
醐
報
。
』
詔
、
聴
之
。

と
あ
る
。
乙
れ
か
ら
旧
制
で
は
地
方
に
お
い
て
も
血
縁
廻
避
の
制
が
あ
っ
た
乙
と
が
知
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
宋
書
建
玉
球
伝
に
、

元
嘉
四
年
（
紀
元
四
百
二
十
七
年
）
、
（
王
球
）
起
語
義
興
太
守
。
従
兄
（
録
尚
書
事
王
）
弘
震
調
州
。
服
親
不
得
相
臨
。
加
宜
威
持
軍
。

在
郡
有
寛
恵
之
美
。

こ
の
際
宋
番
地
十
王
翻
之
伝
を
見
る
と
、
弘
は
揚

州
刺
史
と
し
て
、
自
ら
と
祖
免
の
関
係
に
あ
る
呉
興
太
守
王
留
之
を
隷
下
に
お
い
て
い
た
。
と
う
し
た
ニ
例
か
ら
、
宋
初
の
地
方
官
界
に
は
血

と
あ
る
。
弘
は
そ
の
前
年
元
嘉
三
年
（
紀
元
四
百
二
十
六
年
）
か
ら
揖
州
刺
史
で
あ
っ
た
。



縁
廻
避
の
制
が
原
則
的
に
は
残
っ
て
い
た
こ
と
、
し
か
し
、
そ
れ
は
現
実
に
守
ら
れ
な
か
っ
た
乙
と
、
（
こ
う
し
た
原
則
を
無
視
せ
ぬ
よ
う
何
ら

か
の
弥
緯
策
が
と
ら
れ
た
場
合
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
結
局
実
質
的
に
無
視
さ
れ
た
に
ひ
と
し
か
っ
た
乙
と
、
）
が
窺
わ
れ
よ
う
。

ら
に
、
宋
書
一
世
十
嚢
一
淑
伝
に
は
、

（
蓑
淑
）
出
震
（
征
北
将
軍
・
南
徐
究
ニ
州
刺
史
）
始
興
王
（
鴻
）
征
北
長
史
・
南
東
海
太
守
。
淑
始
至
府
。
溶
引
見
、
謂
目
、
「
不
意
、

さ

勇
遂
坐
屈
佐
。
』
淑
答
日
、
『
朝
廷
遺
下
官
、
本
以
先
公
府
望
。
』

と
あ
る
。
淑
と
鴻
と
の
関
係
は
、
右
の
晋
書
劉
弘
伝
の
記
事
に
鑑
み
、
血
縁
廻
避
の
制
の
血
縁
に
該
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
朝
廷
自
ら
が

そ
れ
を
敢
て
行
っ
た
こ
と
と
淑
の
答
と
は
、
地
方
官
界
に
お
け
る
血
縁
廻
避
の
具
文
佑
に
闘
し
右
の
見
解
に
よ
り
確
実
性
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
は
文
帝
の
元
嘉
元
年
（
紀
元
四
百
二
十
四
年
）
の
乙
と
で
あ
る
。
地
方
で
の
血
縁
廻
避
は
時
を
追
う
て
い
よ
い
よ
守
ら
れ
な
く
な
っ
て
い

る
。
と
こ
ろ
で
、
州
鎮
の
官
僚
は
府
官
僚
と
州
官
僚
と
か
ら
な
っ
て
い
る
。
府
官
僚
の
官
僚
体
系
は
つ
と
に
中
央
官
界
の
官
僚
体
系
の
な
か
に

組
入
れ
ら
れ
て
い
た
。

一
方
、
州
官
僚
の
官
僚
体
系
は
中
央
官
界
の
官
僚
体
系
と
関
係
な
か
っ
た
が
、
東
晋
末
宋
初
に
な
る
と
州
官
僚
も
中
央

官
界
の
官
僚
体
系
の
伝
か
に
組
入
れ
ら
れ
始
め
て
い
匂
宋
書
諸
武
帝
本
紀
中
に
、

（
義
照
八
年
）
（
紀
元
四
百
十
二
年
）
十
一
月
己
卯
、
公
街
地
匂
）
至
江
陵
、
下
書
日
、
『
：
（
江
塑
苅
）
州
郡
牒
吏
、
皆
依
尚
書
定
制
。
：
』

と
あ
る
の
は
そ
の
一
端
を
物
語
る
と
い
え
よ
う
。
こ
う
し
た
現
状
は
、
孝
武
帝
が
地
方
官
界
に
血
縁
廻
避
の
制
を
侵
透
さ
せ
る
好
機
で
あ
っ
た

こ
と
を
想
像
さ
せ
る
。
し
か
し
、
管
見
の
及
ぶ
範
囲
で
は
、
中
央
官
界
に
血
縁
廻
避
を
厳
守
さ
せ
た
孝
武
帝
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
右

の
実
情
を
無
視
し
て
地
方
官
界
に
お
け
る
血
縁
廻
避
制
の
励
行
に
つ
い
て
は
一
言
も
ふ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
当
時
の
国
勢
の
衰
退
と

地
方
勢
力
の
（
豪
族
勢
力
を
通
じ
て
の
）
統
合
的
結
集
要
請
と
の
悪
循
環
の
な
か
で
、
皇
帝
権
力
l
個
人
と
し
て
の
そ
れ
及
び
一
の
組
織
・
機

構
と
し
て
の
そ
れ
を
共
に
含
む
！
の
（
皇
親
要
官
に
対
す
る
）
侵
透
が
中
央
官
界
に
お
け
る
場
合
に
比
し
、
地
方
官
界
に
お
い
て
遥
か
に
弱
か

っ
た
の
を
示
唆
す
る
で
あ
ろ
う
。

劉
宋
の
官
界
に
お
け
る
皇
親

九
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四
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乙
こ
に
、
孝
武
帝
が
在
位
し
た
全
期
聞
に
お
け
る
皇
親
州
鎮
長
官
の
実
情
に
つ
い
て
見
る
と
、

揚
州
（
m
u
w）
庚
陵
王
誕
・
江
夏
王
義
恭
・
西
陽
王
子
尚

東
揚
州
！
大
明
三
年
の
改
稿
後
は
揚
州

l
（m
M
W
）
西
陽
王
子
尚

南
徐
州
（
m
u
w）
江
夏
王
義
恭
・
寛
陵
王
誕
・
劉
延
孫
・
新
安
王
子
鷲

荊
州
（
印
%
）
南
郡
王
義
宣
・
臨
海
王
子
頭

南
完
州
（
前
M
W
）
劉
延
孫
・
西
陽
王
子
尚
・
建
安
王
休
仁
・
寛
陵
王
誕
・
晋
安
王
子
助

江
州
（
前
払
）
東
海
王
禅
・
義
陽
王
詞
・
桂
陽
王
休
範
・
晋
安
王
子
副

湘
州
（
鴎
%
）
南
郡
王
義
宣
・
劉
義
葵
・
劉
遵
考
・
山
陽
王
休
祐
・
建
安
王
休
仁
・
劉
伯
禽

部
州
（
却
M
W
）
安
襲
王
子
綬

徐
州
（
M
M
W
）
巴
陵
王
休
若

落
州
（
印
M
W
）
武
国
王
揮
・
劉
延
孫
・
海
陵
王
休
茂

南
諜
州
（
削
%
）
東
海
王
樟

庚
州
（
侃
M
W
）
臨
海
王
子
預
・
始
安
王
子
民

と
な
る
。

〔
付
再
任
者
を
除
く
。
口
（

）
内
の
百
分
率
は
帝
在
位
中
の
被
任
命
者
総
数
に
対
す
る
皇
親
被
任
命
者
の
率
を
一
示
す
。
日
帝
在
位

中
の
州
数
は
多
少
の
増
減
は
あ
る
が
、
大
体
二
十
州
程
度
で
あ
っ
た
o
U

右
に
明
か
な
よ
う
に
皇
親
州
鎮
長
官
の
任
ぜ
ら
れ
た
の
は
州
数
か
ら

い
っ
て
そ
の
半
ば
に
あ
た
る
が
、
質
的
に
い
え
ば
重
要
州
の
殆
ん
ど
す
べ
て
に
わ
た
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
事
実
は
、
帝
が
南
郡
王
義
宣
の
大

乱
に
こ
り
、
議
宜
に
つ
ぐ
荊
州
刺
史
を
（
旧
臣
の
）
異
姓
と
し
た
が
、
の
ち
又
も
や
皇
親
を
任
じ
た
こ
と
、
典
範
が
年
長
皇
親
州
鎮
長
官
に
対

し
殆
ん
ど
無
力
な
の
が
分
明
に
な
っ
て
も
依
然
と
し
て
年
長
皇
親
州
鎮
長
官
を
造
り
出
し
た
こ
と
、
及
び
前
引
の
資
治
通
鑑
宋
大
明
元
年
八
月



っ
て
い
る
と
し
て
よ
か
ろ
う
。

の
条
の
南
徐
州
刺
史
に
関
す
る
措
置
、
と
相
ま
っ
て
、
帝
に
と
り
皇
親
州
鎮
長
官
の
造
出
自
体
が
殆
ん
ど
不
可
避
的
な
面
を
も
つ
こ
と
を
物
語

こ
れ
か
ら
大
胆
な
推
測
を
す
れ
ば
、
本
稿
で
い
う
対
内
的
な
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
が
、
孝
武
帝
は
中
央
官
界

「
血
縁
主
義
」
を
否
定
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

に
お
い
て
専
制
君
主
（
H
「
絶
対
者
」
）
と
し
て

を
え
な
い
向
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
さ
え
も
思
わ
れ
る
。

地
方
官
界
に
お
い
て
そ
れ
に
た
よ
ら
ざ
る

地
方
官
界
に
お
け
る
皇
帝
対
皇
親
州
鎮
長
官
の
関
係
及
び
地
方
勢
力
結
集
の
要
請
は
以
後
ほ
ぽ
宋
一
代
を
通
じ
孝
武
帝
の
時
代
と
同
様
で
あ

方
政
権
的
性
格
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。

っ
た
。
そ
の
考
説
は
紙
数
の
都
合
で
割
愛
す
る
が
、
以
上
の
事
実
は
、
裏
面
か
ら
い
え
ば
宋
王
朝
政
権
が
現
実
に
は
建
康
を
中
心
と
す
る
一
地

註（
1
）
宋
代
の
役
に
関
し
て
は
、
拙
稿
、
「
劉
裕
政
権
と
義
照
土
断
」

（
一
時
一
剛
一
耕
一
九
州
大
学
東
洋
史
論
議
）
参
照
。
な
お
、
そ
れ
は
拙
稿
、

「
東
耳
目
の
貴
族
制
と
「
地
縁
」
性
」
（
未
発
表
）
で
も
ふ
れ
る
。

（2
）
「
九
口
問
官
人
法
の
研
究
」
参
照
。

ヘ
大
阪
大
学
文
学
、

（3
）
森
三
樹
三
郎
氏
、
「
六
朝
士
大
夫
の
精
神
」
戸
部
紀
要
第
三
巻
｝
拙

ヘ
社
会
経
済

稿
、
「
南
朝
に
お
け
る
皇
帝
の
中
央
貴
族
支
配
に
就
い
て
」
戸
史
学
第
二

計
一
増
明
）
・
「
劉
宋
の
五
等
開
国
爵
と
貴
族
」
（
鯨
博
一
議
）
参
照
。

（4
）
前
掲
、
「
南
朝
に
お
け
る
皇
帝
の
中
央
貴
族
支
配
に
就
い
て
」
参
照
。

（5
）
前
掲
、
「
劉
裕
政
権
と
義
照
土
断
」
参
照
。

（6
）
拙
稿
、
「
南
朝
に
お
け
る
地
方
官
の
本
籍
地
任
用
K
就
い
て
」
（
畑
糊

歴
史
学
紀
J
E
B

要
第
一
輯
」
差
問

（7
）
貴
族
の
家
格
に
関
し
て
は
、
前
掲
、
「
九
品
宮
人
法
の
研
究
」
参
照
。

（8
）
前
掲
、
「
南
朝
に
お
け
る
皇
帝
の
中
央
貴
族
支
配
に
就
い
て
」
参
照
。

劉
宋
の
官
界
に
お
け
る
皇
親

「
劉
裕
政
権
と
義
照

（9
）
侍
亮
、
徐
羨
之
の
家
格
に
関
し
て
は
、
前
掲
、

土
断
」
参
照
。

（
m）
宋
代
に
お
け
る
皇
親
の
要
官
就
任
の
実
情
に
つ
い
て
は
、
李
俊
民
、

「
中
国
宰
相
制
度
」
及
び
前
掲
、
「
南
朝
に
お
け
る
皇
帝
の
中
央
貴
族
支

配
に
つ
い
て
」
参
照
。

（
江
）
い
う
ま
で
も
な
く
、
皇
親
の
要
官
被
任
命
率
の
高
い
乙
と
は
、
本
文

で
述
べ
る
政
治
的
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
害
立
の
補
強
と
な
っ
て
も
、
逆
に
、

そ
の
高
い
ζ

と
自
体
が
そ
う
し
た
政
治
的
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
容
立
を
意

味
す
る
も
の
で
は
な
い
。

（
辺
）
資
治
通
鑑
一
J
↑
沼
市
木
元
嘉
二
十
八
年
の
条
参
照
。

（
臼
）
前
掲
、
「
南
朝
に
お
け
る
皇
帝
の
中
央
貴
族
支
配
に
就
い
て
」
参
照
0

2
）
拙
稿
、
「
晋
南
朝
の
故
吏
」
（
鯨
措
一
群
）
参
照
。

な
お
、
と
う
し
た
問
題
の
解
明
に
は
そ
の
背
後
に
あ
る
族
的
結
合
の
変

四



劉
宋
の
官
界
に
お
け
る
皐
親

貌
、
貴
族
の
個
我
の
自
覚
の
追
求
を
必
要
と
す
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て

は
改
め
て
と
り
あ
げ
る
。

（
日
）
前
掲
、

「
南
朝
に
お
け
る
皇
帝
の
中
央
貴
銀
支
配
に
就
い
て
」

〈
お
）
孝
武
帝
の
親
政
に
関
し
て
は
宮
崎
博
士
に
卓
論
が
あ
る
。
（
「
九
回
開
宮

i

人
法
の
研
究
」
）
ま
た
、
「
側
近
寒
人
」
に
関
し
て
は
宮
川
尚
志
博
士
の

優
れ
た
研
究
が
あ
る
。
（
「
六
朝
史
研
究
」
第
五
章
貌
晋
及
び
南
朝
の
然
、

問
寒
人
）

（
日
）
問
題
を
皇
帝
対
中
央
貴
族
に
限
っ
た
際
、
孝
武
帝
の
親
政
を
許
し
た

も
の
の
一
と
し
て
、
そ
の
官
僚
と
し
て
の
無
能
化
も
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

（
施
）
前
掲
、
「
南
朝
に
お
け
る
地
方
宮
の
本
籍
地
任
用
に
就
い
て
」
・
拙
稿
、

ヘ
愛
媛
大
学
歴
史
学
J

一
紀
要
第
三
輯
」

「
南
朝
に
お
け
る
対
州
鎮
長
官
策
に
つ
い
て
付
」

四

－
語
、
「
南
朝
州
鎮
考
」
（
韓
議
第
六
十
二
穏
）
参
照
。

（
四
）
資
治
通
鑑
芝
畑
宋
永
初
三
年
の
条
参
照
。

（
却
）
前
掲
、
「
南
朝
に
お
け
る
対
州
銀
長
官
策
に
つ
い
て
付
」

な
お
、
巨
視
的
に
見
て
、
務
州
刺
史
王
玄
譲
の
土
断
断
行
も
ζ
う
し
た

見
解
を
否
定
す
る
に
足
る
も
の
で
は
な
い
。

ζ

の
乙
と
と
、
そ
の
土
断

の
も
つ
意
義
と
に
関
し
て
は
別
稿
（
「
南
北
朝
交
渉
史
研
究
序
説
」
）

で
ふ
れ
る
乙
と
と
す
る
。

（
幻
）
乙
れ
を
論
じ
た
も
の
は
数
多
い
が
、
一
例
と
し
て
、
隊
余
雲
鳴
が

刺
史
守
令
殺
人
不
待
奏
の
項
が
あ
る
。

（
沼
）
前
掲
、
「
典
銭
考
」
参
照
。

（
お
）
前
掲
、
「
九
品
官
人
法
の
研
究
」
参
照
。
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The Royal Clan in the Officialdom of the 

Liu-Sung ltl* Dynasty 

By S. Ochi 

This article analyses the political position of the Royal Clan 

in its relation to the imperial power in the Liu-Sung ~1* 
Dynasty ( 420-479A. D. ). 

In this dynasty, Emperors strengthened the control over 

the powerful clans more than the former dynasty. This policy 

was reflected in the relation between the Royal Clan and the 

powerful clans, and realized by the establishment of politicnl 

hierarchy, composed of Emperor, Royal Clan, Court Nobility 

and lower Nobles. 

I think it neeessary to study the relation between the Royal 

Clan and the Emperor, the patriarch of the Clan from the two 
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points of view. 

1) In the central court officialdom : 
In the reign of Wen-ti 3t%\ during the period of powerful 

national strength, the Emperor trusted to the Royal Clan and 
the Court Nobility. Sometimes a sort of "Nepotic Government of 
the Royal Clan" was realised. But after Hsiao-Wu-ti ~~?F-r, 
when the national power began to decline, the individual 
despotism of the Emperor appeared. Because, Emperor's extra
ordinary intention to strengthen the control over the official
dom and ~f the parasitic character of the Royal Clan and Court 
Nobility, which had not theit" own political basis. The individual 
despotism was destructive to the bureaucratic administration, 
so the Royal Clan and Court Nobility as the court bureaucracy 
were enfeebled. 

2) In the local government officialdom ; 
Before the Wen-ti period, Emperors attempted to depend on 

the Royal Clan and to penetrate the imperial authority into 
local governments through their appointments to the important 
posts. Hsiao-wu- ti wanted to extend his policy, "individual 
despotism", over the local administration, but he did not 
succeed. After the Hsiao-wu-ti period, the Emperors showed 
even a tendency to dopend on the clanship, which was given up 
in the central court bureaucracy, for the control of the local 
government officialdom. 

Generally to say, the despotic imperial power was formed 
of two elements, the power of the centralized political structure 
and that of the individual authority of the Emperor. Usually, 
the decline of a dynasty signifies the decay of both powers. In 
the Liu-Sung Dynasty, the individual power of the Emperor 
was rather strengthened in the central bureaucracy but not in 
the local governments with the crisis of the centralized political 
structure. 
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In the dualistic policy, in central court and in local gove

,rnments, of the Emperor against the Royal Clan, we can see 

that the character of the ruling power of Liu-Sung Dynasty 

was only one of the most influencial local power, centering 

around Chien-kang ~.'* the Capital. 
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